
者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限

を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪

問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハ

ビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関に

おいて、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療

を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの

場合と同様とし、７(2)を準用するものとする。 

   ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単

位数の減算の基準は、職員配置基準第四号ロ(2)において規定してい

るところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。 

 

    ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数

を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養

病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療

養介護費の(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定

病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養

介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期

入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型

短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若し

くはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは

(Ⅱ)の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定さ

れる。 

    ｂ 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数

については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の

員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）

が二割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の

(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユニット

型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経

過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養

介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事

業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)

若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認

知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型

短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に一〇〇分の九〇を乗じ

者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限

を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪

問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハ

ビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関に

おいて、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療

を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの

場合と同様とし、７(2)を準用するものとする。 

   ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単

位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)において

規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであ

ること。 

    ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数

を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養

病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療

養介護費の(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定

病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養

介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期

入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型

短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若し

くはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは

(Ⅱ)の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定さ

れる。 

    ｂ 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数

については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の

員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）

が二割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の

(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユニット

型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経

過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養

介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事

業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)

若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認

知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型

短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に一〇〇分の九〇を乗じ
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て得た単位数が算定される。 

    ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員

数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲

げる地域（以下次のｄ及び７の(8)において「僻地」という。）に

所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看

護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を

満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が居宅サービ

ス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師の確保に関する

計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）においては、各類

型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護

費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・

介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た

単位数が算定される。 

    ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ

て、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数

については居宅サービス基準に定める員数を満たしている（正看

比率は問わない）が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員

数の六割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養

介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療

養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期

入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあって

は、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費

の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型

認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位

数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。 

    ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の

減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省

令第五十号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適

用されない。 

   ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ

と。 

て得た単位数が算定される。 

    ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員

数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲

げる地域（以下次のｄ及び７の(8)において「僻地」という。）に

所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看

護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を

満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が居宅サービ

ス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師の確保に関する

計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）においては、各類

型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護

費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・

介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た

単位数が算定される。 

    ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ

て、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数

については居宅サービス基準に定める員数を満たしている（正看

比率は問わない）が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員

数の六割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養

介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療

養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期

入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあって

は、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費

の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型

認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位

数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。 

    ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の

減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省

令第五十号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適

用されない。 

   ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ

と。 

26



   ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看

護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための届出については、本体施設で

ある介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介

護については行う必要がないこと。 

  ② 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

において所定単位数を算定するための施設基準等について 

    病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又

は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以

外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の

職員配置）を置いていることが必要である。また、病院又は診療所で

ある一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入

所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれ

について所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いて

いることが必要である（施設基準第八号）。 

    なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の

員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第二号）。 

  ③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について 

    病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如に

よる所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部

分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一

の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型

短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如によ

る所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分

のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）

を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第四

号ロ）。 

    なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定短期入所療養

介護事業所の短期入所療養介護又はユニット型短期入所療養介護に係

る夜勤体制による減算は、当該事業所全体で所定の員数を置いていな

い場合に限り、行われるものであること（夜勤職員基準第二号）。 

  ④ 基準適合診療所における短期入所療養介護 

   ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看

護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための届出については、本体施設で

ある介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介

護については行う必要がないこと。 

  ② 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

において所定単位数を算定するための施設基準等について 

    病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又

は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以

外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の

職員配置）を置いていることが必要である。また、病院又は診療所で

ある一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入

所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれ

について所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いて

いることが必要である（施設基準第十二号）。 

    なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の

員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第二号）。 

  ③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について 

    病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所

の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如に

よる所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部

分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一

の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型

短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如によ

る所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分

のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）

を置いていない場合に行われるものであること（通所介護費等の算定

方法第四号ロ）。 

    なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定短期入所療養

介護事業所の短期入所療養介護又はユニット型短期入所療養介護に係

る夜勤体制による減算は、当該事業所全体で所定の員数を置いていな

い場合に限り、行われるものであること（夜勤職員基準第二号）。 
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   イ 基準適合診療所短期入所療養介護費については、医療保険におけ

る全ての費用を含むものであること。 

   ロ ７の(2)及び(6)は基準適合診療所短期入所療養介護費について準

用すること。 

   ハ 基準適合診療所短期入所療養介護費については、特定診療費は算

定できないことに留意すること。 

(4)  指定短期入所療養介護費を算定するための基準について 

  イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第十四号に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

   ａ 施設基準第十四号イに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下「療養室

等」という。）（定員が一人のものに限る。）（「従来型個室」と

いう。）の利用者に対して行われるものであること。 

   ｂ 施設基準第十四号ロに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が二人以上のも

のに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対して行われるもの

であること。 

   ｃ 施設基準第十四号ハに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所生活介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第

四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第二

項第一号イ(3)(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護

療養型医療施設基準」という。）第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、

第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号

イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第四

条第一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）を満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の

利用者に対して行われるものであること。 

   ｄ 施設基準第十四号ニに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準

第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基

準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ

 

 

 

 

 

 

(6)  指定短期入所療養介護費を算定するための基準について 

  イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第十八号に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

   ａ 施設基準第十八号イに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下「療養室

等」という。）（定員が一人のものに限る。）（「従来型個室」と

いう。）の利用者に対して行われるものであること。 

   ｂ 施設基準第十八号ロに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が二人以上のも

のに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対して行われるもの

であること。 

   ｃ 施設基準第十八号ハに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所生活介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第

四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第二

項第一号イ(3)(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護

療養型医療施設基準」という。）第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、

第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号

イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第四

条第一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）を満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の

利用者に対して行われるものであること。 

   ｄ 施設基準第十八号ニに規定する指定短期入所療養介護費 短期入

所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準

第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基

準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ
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(3)(ⅱ)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに

限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ

(3)(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号

イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)若しくは第四十一条第

二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第

一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ

ること。 

  ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護老

人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療

養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニ

ット型診療所療養病床短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患

型短期入所療養介護費を算定するものとすること。 

(5) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入

所療養介護費、特定診療所療養病床短期入所療養介護費、特定認知症対

応型短期入所療養介護費、特定基準適合診療所短期入所療養介護費につ

いて 

   利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供する

に当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又

はがん末期の利用者を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)(ⅱ)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに

限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ

(3)(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号

イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)若しくは第四十一条第

二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第

一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ

ること。 

  ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護老

人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療

養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニ

ット型診療所短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型短期入

所療養介護費を算定するものとすること。 

(7) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入

所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知症対応型短期

入所療養介護費について 

 

  ① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供す

るに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度

者又はがん末期の利用者を想定している。 

  ② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入

所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介護を行うため

の標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサー

ビス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常

の時間を超えて事業所にいる場合は、短期入所療養介護のサービスが

提供されているとは認められないものであること。したがって、この

場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定

されるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預

かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支

えない。）。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時

間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。 

これに対して、短期入所療養介護計画上、六時間以上八時間未満の

短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心身の状況から、

五時間の短期入所療養介護を行った場合には、六時間以上八時間未満
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(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

 

 

 

 

(7) 栄養管理体制加算 

  ① 管理栄養士等の配置については、２の(9)①を準用すること。 

  ② 介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所の本体施設に

配置されている管理栄養士等が、併せて指定短期入所療養介護事業所

における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置されて

いる本体施設及びその指定短期入所療養介護事業所のいずれにおいて

も算定できること。 

  ③ 管理栄養士等の行う食事の提供については、２の(9)③を準用するこ

と。 

(8) 療養食加算 

   ２の(10)を準用する。 

(9) 緊急短期入所ネットワーク加算 

   ２の(11)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

４ 特定施設入居者生活介護費 

(1)  その他の居宅サービスの利用について 

   特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利

用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その

他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は

算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、特定施

設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担に

より、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差

し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設

の短期入所療養介護の単位数を算定できる。 

(8) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(9)  認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

   ２の(11)を準用する。 

(10) 若年性認知症利用者受入加算について 

   ２の(12)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) 療養食加算 

   ２の(13)を準用する。 

(12) 緊急短期入所ネットワーク加算 

   ２の(14)を準用する。ただし、①のア中「一〇〇以上」とあるのは「三

十以上」と読み替えるものとする。 

(13) サービス提供体制強化加算について 

  ① ２の(16)①から④まで及び⑥を準用する。 

  ② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、

介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士とし

て勤務を行う職員を指すものとする。 

４ 特定施設入居者生活介護費 

(1)  その他の居宅サービスの利用について 

   特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利

用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その

他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は

算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、特定施

設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担に

より、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差

し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設
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入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途

中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するような

サービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却す

るため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者

生活介護は算定できない。 

   また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特定

施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該

特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例え

ば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、当

該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことによ

り、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この

場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要で

ある。 

(2) 個別機能訓練加算について 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当

する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に

より閲覧が可能であるようにすること。 

(3)  夜間看護体制加算について 

   注３の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとするこ

と。 

入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途

中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するような

サービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却す

るため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者

生活介護は算定できない。 

   また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特定

施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該

特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例え

ば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、当

該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことによ

り、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この

場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要で

ある。 

(2) 個別機能訓練加算について 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当

する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に

より閲覧が可能であるようにすること。 

(3)  夜間看護体制加算について 

   注３の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとするこ

と。 
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   「二四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するもの

ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設

からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

  ① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員に

よる協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関

する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

  ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

  ③ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決め

が周知されていること。 

  ④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合に

は、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「二四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するもの

ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設

からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、 

  ① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員に

よる協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関

する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

  ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

  ③ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決め

が周知されていること。 

  ④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合に

は、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

(4)  医療機関連携加算について 

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号において

「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以下この号にお

いて「情報提供日」という。）前三十日以内において、特定施設入居

者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算定できない

ものとする。 

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施設入居

者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の

健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定

めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供すること

を妨げるものではない。 

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間にお

いて、居宅サービス基準第百八十六条に基づき、利用者ごとに健康の

状況について随時記録すること。 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを

含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機

関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した
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(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について 

  ① 報酬の算定及び支払方法について 

    外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部

分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自

ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の

生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」とい

う。）が提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を

合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た

額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

に支払われる。 

    介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることと

なる。 

    なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者にお

いては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていな

い。 

   イ 基本サービス部分は一日につき八四単位とする。 

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託

居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて

算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数につ

いては、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者

生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介

護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単

位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定めるところに

より、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該

告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一年厚生

省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣

旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意され

たい。 

    ア 訪問介護について 

・訪問介護に係る報酬額については、一五分ごとの算定となって

いること。 

場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

(5) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について 

  ① 報酬の算定及び支払方法について 

    外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部

分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自

ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の

生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」とい

う。）が提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を

合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た

額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

に支払われる。 

    介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることと

なる。 

    なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者にお

いては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていな

い。 

   イ 基本サービス部分は一日につき八七単位とする。 

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託

居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて

算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数につ

いては、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者

生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介

護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単

位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定めるところに

より、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該

告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一年厚生

省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣

旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意され

たい。 

    ア 訪問介護について 

・訪問介護に係る報酬額については、一五分ごとの算定となって

いること。 
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・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又

は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。

    イ 訪問看護 

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士によるサービス提供に限り算定すること。 

  ② 受託居宅サービス事業者への委託料について 

    外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅

サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 介護福祉施設サービス 

(1) 所定単位数を算定するための施設基準について 

   介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員

及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援

専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施

設基準第二十七号）。 

(2) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設において所定単位数を算定する

ための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護老人福祉施設が介護福祉施設サービス費の所

定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施

設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の

員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部

ユニット型指定介護老人福祉施設がユニット型介護福祉施設サービス費

の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当

該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を

置いていることが必要であること（施設基準第二十七号）。 

・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又

は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。 

    イ 訪問看護 

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士によるサービス提供に限り算定すること。 

  ② 受託居宅サービス事業者への委託料について 

    外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅

サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものであ

る。 

    ③ 障害者等支援加算について 

    「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害

等を有する者を指すものである。 

a  「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付厚生省

発児一五六号厚生事務次官通知）第五の２の規定により療育手帳の

交付を受けた者 

b 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第

一二三号）第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者 

c 医師により、a又は bと同等の症状を有するものと診断された者 

５ 介護福祉施設サービス 

(1) 所定単位数を算定するための施設基準について 

   介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員

及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援

専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施

設基準第三十七号）。 

(2) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設において所定単位数を算定する

ための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護老人福祉施設が介護福祉施設サービス費の所

定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施

設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の

員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部

ユニット型指定介護老人福祉施設がユニット型介護福祉施設サービス費

の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当

該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を

置いていることが必要であること（施設基準第三十七号）。 
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   また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている

ことが必要であること（夜勤職員基準第五号）。 

   また、施設基準第二十七号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではない。 

(3) 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

   介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十八号に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

  イ 施設基準第二十八号イに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のものに限

る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行われるものであ

ること。 

  ロ 施設基準第二十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上のもの

に限る。）(｢多床室」という。）の入所者に対して行われるものであ

ること。 

  ハ 施設基準第二十八号ハに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第三十九号。

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第四十条第一項第一号

イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ

ト型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

  ニ 施設基準第二十八号ニに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基

準 第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、同

(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準

個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

(4) やむを得ない措置等による定員の超過 

   原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな

り、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することと

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗

   また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている

ことが必要であること（夜勤職員基準第五号）。 

   また、施設基準第三十七号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではない。 

(3) 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

   介護福祉施設サービス費は、施設基準第三十八号に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

  イ 施設基準第三十八号イに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のものに限

る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行われるものであ

ること。 

  ロ 施設基準第三十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上のもの

に限る。）(｢多床室」という。）の入所者に対して行われるものであ

ること。 

  ハ 施設基準第三十八号ハに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第三十九号。

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第四十条第一項第一号

イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ

ト型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

  ニ 施設基準第三十八号ニに規定する介護福祉施設サービス費 介護福

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基

準 第四十条第一項第一号(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、同

(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準

個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

(4) やむを得ない措置等による定員の超過 

   原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな

り、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することと

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗
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じて得た数（入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一〇〇分の一

〇五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（職員配置

等基準第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例

的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある

こと。 

  ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ

た措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入

所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを得ず入所定

員を超える場合 

  ② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十

九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設

への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床

だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。） 

  ③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる

者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続する

ことが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をする

ことが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満

床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護

事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることによ

り、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合 

(5) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員

の人員基準欠如等 

   一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係

る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当

該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。

また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設の

ユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置い

ていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第十一号ロ及

びハ）。 

   なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス

費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠

じて得た数（入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一〇〇分の一

〇五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（通所介護

費等の算定方法第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的

かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必

要があること。 

  ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ

た措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入

所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを得ず入所定

員を超える場合 

  ② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十

九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設

への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床

だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。） 

  ③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる

者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続する

ことが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をする

ことが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満

床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護

事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることによ

り、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合 

(5) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員

の人員基準欠如等 

   一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係

る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当

該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。

また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設の

ユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置い

ていない場合に行われるものであること（通所介護費等の算定方法第十

一号ロ及びハ）。 

   なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス

費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠
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如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない

場合に限り、行われるものであること。 

(例)  指定介護老人福祉施設（入所者九〇人、介護・看護職員三〇人）

が一部ユニット型介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者三〇人、

ユニット部分以外の部分の入所者六〇人）に転換した場合において、

一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者三〇

人に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ

ニット型介護老人福祉施設サービス費を算定）、転換前の介護・看

護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設

のユニット部分以外の部分の入所者六〇人に対し介護・看護職員を

一五人しか配置しないとすると、三：一の職員配置を満たさないた

め、介護福祉施設サービス費について減算を行う。 

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行

われることとなる（夜勤職員基準第五号）。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと

する（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除

く。） 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 

   身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ

れていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準第十一条第五項の記録（同条第四項に規定する身体拘束等を

行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生

じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じ

た月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ

いて、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 

如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない

場合に限り、行われるものであること。 

(例)  指定介護老人福祉施設（入所者九〇人、介護・看護職員三〇人）

が一部ユニット型介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者三〇人、

ユニット部分以外の部分の入所者六〇人）に転換した場合において、

一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者三〇

人に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ

ニット型介護老人福祉施設サービス費を算定）、転換前の介護・看

護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設

のユニット部分以外の部分の入所者六〇人に対し介護・看護職員を

一五人しか配置しないとすると、三：一の職員配置を満たさないた

め、介護福祉施設サービス費について減算を行う。 

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行

われることとなる（夜勤職員基準第五号）。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと

する（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除

く。） 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 

   身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ

れていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準第十一条第五項の記録（同条第四項に規定する身体拘束等を

行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生

じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じ

た月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ

いて、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 
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(8) 重度化対応加算について 

   注５の重度化対応加算は、施設基準第三十号において準用する第二十

四号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとする

こと。 

  イ 「二四時間連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもので

はなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設から

の緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

   ① 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜

間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指

針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

   ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看

護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ

と。 

   ③ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決めが

周知されていること。 

   ④ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、

電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

  ロ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援

専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められている

ことが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、プロセス毎）

の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、

医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意

思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。 

  ハ 重度化対応加算を算定している介護老人福祉施設においては、常時

継続的に医学的な管理が必要と医師が認めた者の受入まで求めるもの

ではないが、軽度の医療ニーズがある者（例えば胃ろうの者等）の受

入を正当な理由なく断らないことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  日常生活継続支援加算について 

  ① 注５の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の

入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を
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手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常

生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ

る。 

② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 

③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれの

ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症

の入所者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの

末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月

以降においても、毎月において直近三月間のこれらの割合がそれぞれ

所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 

④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出す

る際の入所者数については、第二の１(5)②を準用すること。また、介

護福祉士の員数については、届出日の属する月の前三月間における員

数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満た

すものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、

毎月において直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たして

いることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ち

に訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得

している者とすること。 

⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、カのサービス提供体制強化加

算は算定できない。 

(9)  看護体制加算について 

   ① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入

所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要があ

る。具体的には、２(9)①のとおりとすること。 

   ② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っ

ている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入

所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い、

一体的に加算を行うこと。具体的には、２(9)②のとおりとすること。 

   ③ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)
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ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが可能で

ある。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)イ又はロにおいて加算

の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(Ⅱ)イ又はロに

おける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

   ④ 「二四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもの

ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設か

らの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、 

    イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜

間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指

針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

    ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看

護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ

と。 

    ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容

が周知されていること。 

    ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、

電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

    といった体制を整備することを想定している。 

(10) 夜勤職員配置加算について 

① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、

当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小

数点第三位以下は切り捨てるものとする。 

② 一部ユニット型指定介護老人福祉施設においては、当該施設のユニ

ット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加算の算定の

可否を判断することとし、ユニット部分において加算の算定基準を満

たした場合にはユニット部分の入所者について夜勤職員配置加算（Ⅱ）

イ又はロを、ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満た

した場合には当該部分の入所者について夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ又

はロを、それぞれ算定することとする。 

③ 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老

人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあ
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(9)  準ユニットケア加算について 

   注６の準ユニットケア加算は、施設基準第三十一号において準用する

第二十五号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た

す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ

ア加算を算定して差し支えない。 

  イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン

による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること

は認める。 

  ロ 一人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設けて居室

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの

面積基準を満たしていれば足りることとする。 

 

 

(10) 個別機能訓練加算について 

   ４の(2)を準用する。 

(11) 精神科を担当する医師に係る加算について 

  ① 注９に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と

すること。 

   イ 医師が認知症と診断した者 

   ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老

人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算

制度について」（平成六年九月三十日老計第一三一号）における認

っては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の

入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」と

した場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合

に、加算を行う。 

  ④ ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人

福祉施設のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員については、

必ずしも特定のユニットに配置する必要はないものとすること。 

(11)  準ユニットケア加算について 

   注８の準ユニットケア加算は、施設基準第四十二号において準用する

第三十四号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た

す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ

ア加算を算定して差し支えない。 

  イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン

による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること

は認める。 

  ロ 一人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設けて居室

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの

面積基準を満たしていれば足りることとする。 

(12) 若年性認知症入所者受入加算について 

   ２の(12)を準用する。 

(13) 個別機能訓練加算について 

   ４の(2)を準用する。 

(14) 精神科を担当する医師に係る加算について 

  ① 注 12 に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と

すること。 

   イ 医師が認知症と診断した者 

   ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老

人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算

制度について」（平成六年九月三十日老計第一三一号）における認
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知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必

要としない。 

  ② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。 

  ③ 注９において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が

担保されていると判断できる場合は算定できる。 

  ④ 精神科を担当する医師について、注８による常勤の医師に係る加算

が算定されている場合は、注９の規定にかかわらず、精神科を担当す

る医師に係る加算は算定されないものであること。 

  ⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置

医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合

：六回－四回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。）

  ⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

(12) 障害者生活支援員に係る加算について 

  ① 注 10 の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十九号にお

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当

するものであること。 

   イ 視覚障害者 

     身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条

第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに

準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者 

   ロ 聴覚障害者 

     身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると

認められる聴覚障害を有する者 

   ハ 言語機能障害者 

知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必

要としない。 

  ② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。 

  ③ 注 12 において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が

担保されていると判断できる場合は算定できる。 

  ④ 精神科を担当する医師について、注 11 による常勤の医師に係る加算

が算定されている場合は、注 12 の規定にかかわらず、精神科を担当す

る医師に係る加算は算定されないものであること。 

  ⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置

医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合

：六回－四回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。） 

  ⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

(15) 障害者生活支援員に係る加算について 

  ① 注 13 の「視覚障害者等」については、二十三号告示第三十五号にお

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当

するものであること。 

   イ 視覚障害者 

     身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条

第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに

準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者 

   ロ 聴覚障害者 

     身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると

認められる聴覚障害を有する者 

   ハ 言語機能障害者 
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     身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が

あると認められる言語機能障害を有する者 

   ニ 知的障害者 

     「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付厚生省

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官

通知）第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発

第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定

する重度の障害を有する者 

  ② 注 10 の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴

覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。 

  ③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告

示第三十号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福

祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的障

害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五年

以上の者とする。 

(13) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

  ① 注 11 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び 終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊

を行う場合は、六日と計算されること。 

   （例） 

     入院又は外泊期間・三月一日～三月八日（八日間） 

三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 

     身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が

あると認められる言語機能障害を有する者 

   ニ 知的障害者 

     「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付厚生省

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官

通知）第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発

第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定

する重度の障害を有する者 

  ② 注 13 の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴

覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。 

  ③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告

示第三十六号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者

福祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的

障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五

年以上の者とする。 

(16) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

  ① 注 14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び 終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊

を行う場合は、六日と計算されること。 

   （例） 

     入院又は外泊期間・三月一日～三月八日（八日間） 

三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 
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三月二日～三月七日（六日間）………一日につき三二〇単位を算

定可 

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

  ② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し

た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ

のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊

時の費用は算定できない。 

  ③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の

算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で

きないこと。 

  ④ 入院又は外泊時の取扱い 

   イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で

月をまたがる場合は、 大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は

外泊時の費用の算定が可能であること。 

   （例）月をまたがる入院の場合 

     入院期間：一月二十五日～三月八日 

一月二十五日 入院………所定単位数を算定 

一月二十六日～一月三十一日（六日間）………一日につき三二〇

単位を算定可 

二月一日～二月六日（六日間）………一日につき三二〇単位を算

定可 

二月七日～三月七日………費用算定不可 

三月八日 退院………所定単位数を算定 

   ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家

族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。 

   ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は

算定されないものであること。 

   ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連

絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

(14) 初期加算について 

  ① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施

設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日

三月二日～三月七日（六日間）………一日につき二四六単位を算

定可 

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

  ② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し

た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ

のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊

時の費用は算定できない。 

  ③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の

算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で

きないこと。 

  ④ 入院又は外泊時の取扱い 

   イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で

月をまたがる場合は、 大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は

外泊時の費用の算定が可能であること。 

   （例）月をまたがる入院の場合 

     入院期間：一月二十五日～三月八日 

一月二十五日 入院………所定単位数を算定 

一月二十六日～一月三十一日（六日間）………一日につき二四六

単位を算定可 

二月一日～二月六日（六日間）………一日につき二四六単位を算

定可 

二月七日～三月七日………費用算定不可 

三月八日 退院………所定単位数を算定 

   ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家

族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。 

   ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は

算定されないものであること。 

   ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連

絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

(17) 初期加算について 

  ① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施

設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日
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から三〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。 

  ② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って

いる間は、初期加算を算定できないこと。 

  ③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 

    初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「自立度判定基準」

によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とする。）

の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り

算定できることとする。 

    なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生

活介護（単独型の場合であっても１の(2)の②に該当する場合を含む。）

を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三

〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

  ④ 三〇日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③

にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。 

(15) 退所時等相談援助加算について 

  ① 退所前後訪問相談援助加算 

   イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を

訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所

に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設

サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた

終調整を目的として行われるものであること。 

   ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助

加算は訪問日に算定するものであること。 

   ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの

であること。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

    ｃ 死亡退所の場合  

から三〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。 

  ② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って

いる間は、初期加算を算定できないこと。 

  ③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 

    初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間

に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定

できることとする。 

    なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生

活介護（単独型の場合であっても１の(2)の②に該当する場合を含む。）

を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三

〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

  ④ 三〇日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③

にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。 

(18) 退所時等相談援助加算について 

  ① 退所前後訪問相談援助加算 

   イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を

訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所

に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設

サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた

終調整を目的として行われるものであること。 

   ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助

加算は訪問日に算定するものであること。 

   ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの

であること。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

    ｃ 死亡退所の場合  
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   ニ 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職

員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 

   ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行

うこと。 

   ヘ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び

相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

  ② 退所時相談援助加算 

   イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

    ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活

に関する相談援助 

    ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う各種訓練等に関する相談援助 

    ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

    ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

   ロ ①のハからヘまでは、退所時相談援助加算について準用する。 

   ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福

祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターに替え、法

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し

て行った場合についても、算定できるものとする。 

  ③ 退所前連携加算 

   イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである

こと。 

   ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要

点に関する記録を行うこと。 

   ハ ①のハ及びニは、退所前連携加算について準用する。 

   ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携

加算を算定する場合には、 初に在宅期間に移るときにのみ算定で

きるものとする。 

(16) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   注 12 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年

十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来

   ニ 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職

員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 

   ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行

うこと。 

   ヘ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び

相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

  ② 退所時相談援助加算 

   イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

    ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活

に関する相談援助 

    ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う各種訓練等に関する相談援助 

    ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

    ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

   ロ ①のハからヘまでは、退所時相談援助加算について準用する。 

   ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福

祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターに替え、法

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し

て行った場合についても、算定できるものとする。 

  ③ 退所前連携加算 

   イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである

こと。 

   ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要

点に関する記録を行うこと。 

   ハ ①のハ及びニは、退所前連携加算について準用する。 

   ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携

加算を算定する場合には、 初に在宅期間に移るときにのみ算定で

きるものとする。 

(19) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   注 15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年

十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来
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型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受

けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に

入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 12 に規定す

る措置の対象とはならないこと。 

(17) 栄養管理体制加算 

  ① 栄養士又は常勤の管理栄養士（以下(17)において「常勤の管理栄養

士等」という。）については、当該施設に配置されていること（労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律（昭和六十年法律第八十八号）の規定による労働者派遣事

業により派遣された派遣労働者を含む。）。なお、調理業務の委託先

にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、当該加算を算定できな

いこと。 

  ② 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄養管理

等を行う場合は、当該管理栄養士が所属する指定介護老人福祉施設の

み算定できること。 

  ③ 常勤の管理栄養士等は、入所者の年齢、心身の状況によって適切な

栄養量及び内容の食事の提供を行うため、次のイ及びロに掲げる書類

の作成を行うこと。ただし、に定める栄養マネジメント加算を算定

する場合にあっては、次のイ及びロに掲げる書類（食事せん及び献立

表を除く。）の作成を行う必要はないこと。 

   イ 食事の提供に当たっては、検食簿、喫食調査結果、食事せん、献

立表、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類を作

成し、その内容につき、記載が行われなければならないこと。 

   ロ 入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票を必要に応じ

て（少なくとも六月に一回）作成していること。 

(18) 栄養マネジメント加算 

  ① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

    また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。 

  ② 常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 

 

 

 

型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受

けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に

入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 15 に規定す

る措置の対象とはならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 栄養マネジメント加算 

  ① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

    また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。 

  ② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、

当該加算を算定できないこと。 

  ③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄養ケア
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  ③ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる

とおり、実施すること。 

   イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以

下「栄養スクリーニング」という。）。 

   ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。 

   ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄

養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入

所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄

養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄

養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画について

は、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説

明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて

は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることがで

きるものとすること。 

   ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

   ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状

況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス

クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ

ア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

   ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ

・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算

定できること。 

④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる

とおり、実施すること。 

   イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以

下「栄養スクリーニング」という。）。 

   ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。 

   ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄

養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共

同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方

法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、

解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記

載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画

については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその

家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス

においては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中

に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代える

ことができるものとすること。 

   ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

   ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状

況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス

クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ

ア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。 

   ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ
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と。 

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成

11 年厚生省令第 39 号）第８条に規定するサービスの提供の記録に

おいて利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養

状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメン

ト加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要は

ないものとすること。 

  ④ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を

得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとするこ

と。なお、既入所者については、平成十七年十月分に限り、平成十七

年十月中に同意がとれていれば、平成十七年十月一日に遡り算定でき

ること。 

 

 

 

 

 

(19) 経口移行加算 

  ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に

係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの

とすること。 

   イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事

の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を

受けた者を対象とすること。医師、管理栄養士、看護師、介護支援

専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進め

るための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること

（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、

栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計

画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経

口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合

は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるも

のとすること。 

   ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算

定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂

と。 

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成

十一年厚生省令第三十九号）第八条に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジ

メント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必

要はないものとすること。 

  ⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を

得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとするこ

と。 

 

 

  ⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の

栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、

入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類（食事せん及

び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する

帳票は、作成する必要がないこと。 

(21) 経口移行加算 

  ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に

係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの

とすること。 

   イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事

の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を

受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂

取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成す

ること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあ

っては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に

説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおい

ては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載

する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることが

できるものとすること。 

   ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算

定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂
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取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家

族の同意を得た日から起算して、一八〇日以内の期間に限るものと

し、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しな

いこと。 

   ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ

の家族の同意を得られた日から起算して、一八〇日を超えて実施さ

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示

は概ね二週間毎に受けるものとすること。 

  ② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺

炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上

で実施すること。 

   イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、

現疾患の病態が安定していること。）。 

   ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

   ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による

喉頭挙上が認められること。）。 

   ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。

③ 経口移行加算を一八〇日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で

きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

(20) 経口維持加算 

  ①  経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

る者に係るものについて 

   イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食

機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算(Ⅰ))及び摂食

機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維持加算(Ⅱ)）に係るも

のについては、次に掲げるａからｄまでの通り、実施するものとす

ること。 

    ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取して

いる者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診

療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）又は内

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を

取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家

族の同意を得た日から起算して、一八〇日以内の期間に限るものと

し、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しな

いこと。 

   ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ

の家族の同意を得られた日から起算して、一八〇日を超えて実施さ

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示

は概ね二週間毎に受けるものとすること。 

  ② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺

炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上

で実施すること。 

   イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、

現疾患の病態が安定していること。）。 

   ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

   ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による

喉頭挙上が認められること。）。 

   ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を一八〇日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で

きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

(22) 経口維持加算 

  ①  経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

る者に係るものについて 

   イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食

機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算(Ⅰ))及び摂食

機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維持加算(Ⅱ)）に係るも

のについては、次に掲げるａからｄまでの通り、実施するものとす

ること。 

    ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取して

いる者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診

療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）又は内

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を
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いう。以下同じ。）により誤嚥が認められることから、継続して

経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるも

のとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。 

      経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取して

いる者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト等により誤

嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進め

るための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受け

たものを対象とすること。 

 

 

 

    ｂ 医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の

者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特

別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること（ただし、

栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケ

ア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に

ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、

経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する

場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることがで

きるものとすること。 

    ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別

な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適

切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)

の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特

別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと

医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はそ

の家族の同意を得られた日から起算して一八〇日以内の期間に限

るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算

は算定しないこと。 

    ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して一八〇日

を超えた場合でも、引き続き、 

(a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡

検査により、引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による

いう。以下同じ。）により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認めら

れる場合を含む。）ことから、継続して経口による食事の摂取を

進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を

受けたものを対象とすること。 

      経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取して

いる者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト（「氷砕片

飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテ

スト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法等により誤嚥が認

められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるため

の特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたもの

を対象とすること。 

    ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その

他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進め

るための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成するこ

と（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっ

ては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族

に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスに

おいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中

に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代え

ることができるものとすること。 

    ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別

な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適

切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)

の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特

別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと

医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はそ

の家族の同意を得られた日から起算して一八〇日以内の期間に限

るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算

は算定しないこと。 

    ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して一八〇日

を超えた場合でも、引き続き、 

(a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡

検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭侵入が認められ
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食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものと

して医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続す

ることについての入所者の同意が得られた場合 

     (b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト等によ

り引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取

を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指

示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについ

ての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加

算を算定できるものとすること。 

       ただし、(a)又は(b)における医師の指示は、概ね二週間毎に

受けるものとすること。 

 

   ロ 二十三号告示第二十号に規定する管理体制とは、食事の中止、十

分な排痰、医師への報告等が迅速に行われる体制とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る場合を含む。）、継続して経口による食事の摂取を進めるた

めの特別な栄養管理が必要であるものとして医師の指示がなさ

れ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所

者の同意が得られた場合 

     (b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、頸部

聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとし

て、医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続す

ることについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引

き続き当該加算を算定できるものとすること。 

       ただし、(a)又は(b)における医師の指示は、概ね二週間毎に

受けるものとすること。 

   ロ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師への報告等が

迅速に行われる体制とすること。 

(23) 口腔機能維持管理加算について 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入

所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必

要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設

において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のう

ち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、

個々の入所者の口腔ケア計画をいうものではない。 

  ② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項

を記載すること。 

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該施設における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師の指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的

助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

  ③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定さ

れた日の属する月であっても口腔機能維持管理加算を算定できるが、

介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口

腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行う
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(21) 療養食加算 

   ２の(10)を準用する。 

(22) 看取り介護加算 

  ① 看取り介護加算は、医師が一般的に認められている医学的知見に基

づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族と

ともに、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家

族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重

した看取りができるよう支援することを主眼として設けたものであ

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

② 看取り介護加算は、二十三号告示第三十三号に定める基準に適合す

る看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて三〇

日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものであ

る。 

    死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ転院したりした後、在宅や転

院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設におい

て看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの

間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日か

ら死亡日までの期間が三〇日以上あった場合には、看取り介護加算を

算定することはできない。） 

③ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能である

が、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側

にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求され

ることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなっ

た場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合

があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

にあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の

時間帯に行うこと。 

(24) 療養食加算 

   ２の(13)を準用する。 

(25) 看取り介護加算   

  ① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づ

き回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とと

もに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又はその家

族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重

した看取りができるよう支援することを主眼として設けたものであ

る。 

② 「二四時間の連絡体制」については、(9)④を準用する。 

  ③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援

専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められている

ことが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、プロセス毎）

の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、

医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意

思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。 

④ 看取り介護加算は、二十三号告示第三十九号に定める基準に適合す

る看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて三〇

日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものであ

る。 

    死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入

院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設におい

て看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの

間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日か

ら死亡日までの期間が三〇日以上あった場合には、看取り介護加算を

算定することはできない。） 

  ⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能である

が、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側

にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求され

ることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなっ

た場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合

があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 
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  ④ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関

に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先

の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認するこ

とが可能である。 

    なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関

等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本

人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対

して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

  ⑤ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外

泊期間が死亡日以前三〇日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間

を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

  ⑥ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定で

きるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑦ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭

で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡し

ても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が入所

者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、

共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護

加算の算定は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される

よう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本

人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重

要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったとして

も、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら

介護を進めていくことが重要である。 

 

 

 

(23) 在宅復帰支援機能加算 

  ① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当

たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。

  ⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関

に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先

の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認するこ

とが可能である。 

    なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関

等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本

人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対

して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

  ⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外

泊期間が死亡日以前三〇日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間

を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

  ⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定で

きるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭

で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡し

ても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入

所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談

し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り

介護加算の算定は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される

よう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本

人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重

要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったとして

も、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら

介護を進めていくことが重要である。 

  ⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養

室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となる

ようにすることが必要である。 

(26) 在宅復帰支援機能加算 

  ① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当

たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。 
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    退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス

について相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を

得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は

老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添

えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

  ② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

   ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目

的として行う各種訓練等に関する相談助言 

   ハ 家屋の改善に関する相談援助 

   ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

  ③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関

係書類を整備しておくこと。 

(24) 在宅・入所相互利用加算 

  ① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な限り対

象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたもの

であり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機

能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての

情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員

とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及

び方針を定めることが必要である。 

  ② 具体的には、 

   イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入

所期間については三月を限度とする）について、文書による同意を

得ることが必要である。 

   ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観

点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支

援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等によ

る支援チームをつくること。 

   ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前

及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、概ね一月

に一回）カンファレンスを開くこと。 

   ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期

間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした

介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における

    退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス

について相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を

得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は

老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添

えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

  ② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

   ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目

的として行う各種訓練等に関する相談助言 

   ハ 家屋の改善に関する相談援助 

   ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

  ③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関

係書類を整備しておくこと。 

(27) 在宅・入所相互利用加算 

  ① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な限り対

象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたもの

であり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機

能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての

情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員

とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及

び方針を定めることが必要である。 

  ② 具体的には、 

   イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入

所期間については三月を限度とする）について、文書による同意を

得ることが必要である。 

   ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観

点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支

援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等によ

る支援チームをつくること。 

   ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前

及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、概ね一月

に一回）カンファレンスを開くこと。 

   ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期

間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした

介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における
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介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。 

   ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割

分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めるこ

と。 

  ③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている場合に、

対象者の入所期間一日につき三〇単位を加算するものである。 

  ④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利用する

ものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個室、ユニット

型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を算定している個室的

なしつらえを有している居室のいずれでもよいものとする。なお、平

成十八年三月三十一日までに多床室を活用して在宅・入所相互利用加

算の加算対象となりうる事業を試行的に行っている施設において、同

年四月一日以降も多床室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合に

ついては、当該加算を算定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 介護保健施設サービス 

(1)  所定単位数を算定するための施設基準について 

介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。 

   ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割

分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めるこ

と。 

  ③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている場合に、

対象者の入所期間一日につき三〇単位を加算するものである。 

  ④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利用する

ものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個室、ユニット

型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を算定している個室的

なしつらえを有している居室のいずれでもよいものとする。なお、平

成十八年三月三十一日までに多床室を活用して在宅・入所相互利用加

算の加算対象となりうる事業を試行的に行っている施設において、同

年四月一日以降も多床室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合に

ついては、当該加算を算定すること。 

 (28) 認知症専門ケア加算について 

  ① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものとする。 

  ② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」（平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇

一〇号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業

の円滑な運営について」（平成十八年三月三十一日老計第〇三三一〇

〇七号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダ

ー研修」を指すものとする。 

  ③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践

者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の

円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すも

のとする。 

 (29) サービス提供体制強化加算について 

  ① ２の(16)①から④まで及び⑥を準用する。 

  ② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活

相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職

員を指すものとする。 

６ 介護保健施設サービス 

(1)  所定単位数を算定するための施設基準について 
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   介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員

及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理

学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状

態にないことが必要であること（施設基準第三十四号）。 

(2) 一部ユニット型介護老人保健施設において所定単位数を算定するため

の施設基準等について 

   一部ユニット型介護老人保健施設が介護保健施設サービス費の所定単

位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全

体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数

（三：一の職員配置）を置いていることが必要であること。また、一部

ユニット型介護老人保健施設がユニット型介護保健施設サービス費の所

定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施

設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置い

ていることが必要であること（施設基準第三十四号）。 

   また、施設基準第三十四号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではないこと。 

(3) 一部ユニット型介護老人保健施設における看護職員及び介護職員の人

員基準欠如等について 

   一部ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員

基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユ

ニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）

を置いていない場合に行われるものであること。ユニット型介護老人保

健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので

あること（職員配置等基準第十二号ロ及びハ）。 

   また夜勤体制による減算は当該施設のユニット部分又はユニット部分

以外について所定の員数を置いていない場合について、施設利用者全員

に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜

勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤の要件を満

たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる

（夜勤職員基準第六号）。 

(4) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(Ⅲ)又

はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニット型介護保健

   介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員

及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理

学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状

態にないことが必要であること（施設基準第四十五号）。 

(2) 一部ユニット型介護老人保健施設において所定単位数を算定するため

の施設基準等について 

   一部ユニット型介護老人保健施設が介護保健施設サービス費の所定単

位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全

体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数

（三：一の職員配置）を置いていることが必要であること。また、一部

ユニット型介護老人保健施設がユニット型介護保健施設サービス費の所

定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施

設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置い

ていることが必要であること（施設基準第四十五号）。 

   また、施設基準第四十五号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではないこと。 

(3) 一部ユニット型介護老人保健施設における看護職員及び介護職員の人

員基準欠如等について 

   一部ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員

基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユ

ニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）

を置いていない場合に行われるものであること。ユニット型介護老人保

健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で

所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので

あること（通所介護費等の算定方法第十二号ロ及びハ）。 

   また夜勤体制による減算は当該施設のユニット部分又はユニット部分

以外について所定の員数を置いていない場合について、施設利用者全員

に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜

勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤の要件を満

たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる

（夜勤職員基準第六号）。 

(4) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(Ⅲ)又

はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニット型介護保健
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施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以下この号において

「介護療養型老人保健施設」という。）における介護保健施設サービス

について 

  ① ３(1)④イ及びロを準用すること。 

  ② 施設基準第三十四号イ(2)(二)について、「自宅等」とあるのは、自

宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設等は含

まないものであること。 

    また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健施設へ

の転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点から適用するも

のとし、「一〇〇分の三五以上であることを標準とすること」におけ

る「標準」の具体的な考え方については、介護療養型老人保健施設に

おける医療機関からの入所の実態等を基に、平成二十一年四月までの

間に検討することとする。 

 

  ③ ターミナルケア加算について 

   イ ターミナルケア加算は、医師が一般的に認められている医学的知

見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及

び家族とともに、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人

又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人

らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設

けたものである。 

   ロ ターミナルケア加算は、二十三号告示第三十六号に定める基準に

適合するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日

を含めて三〇日を上限として、介護療養型老人保健施設において行

ったターミナルケアを評価するものである。 

     死亡前に自宅等へ戻った後、自宅等で死亡した場合でも算定可能

であるが、その際には、当該施設においてターミナルケアを直接行

っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定すること

ができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期

間が三〇日以上あった場合には、ターミナルケア加算を算定するこ

とはできない。） 

   ハ 介護療養型老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合

でも算定可能であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算

定することから、入所者側にとっては、当該施設に入所していない

月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所

施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以下この号において

「介護療養型老人保健施設」という。）における介護保健施設サービス

について 

  ① ３(1)④イ及びロを準用すること。 

  ② 施設基準第四十五号イ(2)(二)について、「自宅等」とあるのは、自

宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設等は含

まないものであること。 

    また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健施設へ

の転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点から適用するも

のとすること。 

    なお、同告示中「特段の事情」とは、以下のいずれかの場合を指す

こと。 

   イ 半径四㎞以内に病床を有する医療機関がないこと。 

   ロ 病床数が一九以下であること。 
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する際、退所の翌月に亡くなった場合に、前月分のターミナルケア

加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書に

て同意を得ておくことが必要である。 

   ニ 介護療養型老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の

家族指導等を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な

関わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。 

   ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるか

どうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。したが

って、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合を除く。）

には、当該外泊期間が死亡日以前三〇日の範囲内であれば、当該外

泊期間を除いた期間について、ターミナルケア加算の算定が可能で

ある。 

   ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口

頭で同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録するとともに、

同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡

しても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が

入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケアにつ

いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場

合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。 

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保

されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人

の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて

重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったと

しても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認し

ながらターミナルケアを進めていくことが重要である。 

   ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族

が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その

意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場

合の入所者については、注 11 に規定する措置の対象とする。 

  ④ 特別療養費について 

    ３の(1)④ハを準用するものとすること。 

  ⑤ 療養体制維持特別加算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特別療養費について 

    ３の(1)④ハを準用するものとすること。 

  ④ 療養体制維持特別加算について 
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    ３の(1)④ニを準用するものとすること。 

(5) 介護保健施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護保健施設サービス費は、施設基準第三十五号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第三十五号イに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行われるも

のであること。 

   ロ 施設基準第三十五号ロに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入所者に対して行われるも

のであること。 

   ハ 施設基準第三十五号ハに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十二年厚生省令

第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第

二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第

一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすもの

に限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行わ

れるものであること。 

   ニ 施設基準第三十五号ニに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基

準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

同(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第一項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユ

ニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものである

こと。 

  ② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注１

による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設

サービス費を算定するものとすること。 

  ③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス費又は

ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとする。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 

    ３の(1)④ニを準用するものとすること。 

(5) 介護保健施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護保健施設サービス費は、施設基準第四十六号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第四十六号イに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入所者に対して行われるも

のであること。 

   ロ 施設基準第四十六号ロに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入所者に対して行われるも

のであること。 

   ハ 施設基準第四十六号ハに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基

準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省

令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者

に対して行われるものであること。 

 

 

   ニ 施設基準第四十六号ニに規定する介護保健施設サービス費 介護

保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基

準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

同(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第一項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）(｢ユ

ニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものである

こと。 

  ② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注１

による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設

サービス費を算定するものとすること。 

  ③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス費又は

ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとする。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 
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   ５の(7)を準用する。 

 

 

 

 

 

(8) リハビリテーションマネジメント加算 

  ① リハビリテーションマネジメントは、入所者毎に行われるケアマネ

ジメントの一環として行われることに留意すること。また、個別リハ

ビリテーションは、原則として入所者全員に対して実施するべきもの

であることから、リハビリテーションマネジメントも原則として入所

者全員に対して実施するべきものであること。 

  ② リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホまで

に掲げるとおり、実施すること。 

   イ 入所時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報

を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、介護職員、薬剤師、支援相談員、栄養士、介護支援専門員

その他職種の者（以下「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リ

ハビリテーションに関する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働

により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリ

テーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリ

テーション実施計画原案については、入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、介護老人保健施設サービスにおいては、

リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を施設サービス計

画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実

施計画原案の作成に代えることができるものとすること。 

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーション

やケアを実施しながら、概ね二週間以内に、その後概ね三月毎に関

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多

職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、リハ

ビリテーション実施計画を作成すること。また、作成したリハビリ

テーション実施計画については、入所者又はその家族に説明し、そ

の同意を得ること。なお、この場合にあっては、リハビリテーショ

ン実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施

   ５の(7)を準用する。 

(8) 夜勤職員配置加算について 

  ① ３の(2)を準用する。 

  ② 認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあって

は、夜勤職員配置加算の基準は、認知症専門棟とそれ以外の部分のそ

れぞれで満たさなければならない。 
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計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に代

えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビ

リテーション実施計画原案をリハビリテーション実施計画に代える

ことができるものとすること。 

   ハ 退所の前に、関連スタッフによる退所前リハビリテーションカン

ファレンスを行うこと。その際、退所後に利用予定の居宅介護支援

事業所の介護支援専門員や居宅サービス事業所のサービス担当者等

の参加を求めること。 

ニ 退所時には居宅介護支援事業所の介護支援専門員や入所者の主治

の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。

ホ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成 11 年厚生省令第 40 号）第９条に規定するサービスの提供の

記録において入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師

又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が入所者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリ

ハビリテーションマネジメント加算の算定のために入所者の状態を

定期的に記録する必要はないものとすること。 

  ③ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計

画原案を入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から算

定を開始するものとすること。 

(9) 短期集中リハビリテーション実施加算について 

  ① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテ

ーションとは、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう。 

  ② 当該加算は、当該入所者が過去三月間の間に、当該介護老人保健施

設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

(10) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

  ① 認知症短期集中リハビリテーションは、軽度の認知症入所者の在宅

復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練

等を組み合わせたプログラムを週三回、実施することを標準とする。

  ② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師

又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了

した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれ

ると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的

として、リハビリテーションマネジメントにおいて作成したリハビリ

テーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 短期集中リハビリテーション実施加算について 

  ① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテ

ーションとは、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう。 

  ② 当該加算は、当該入所者が過去三月間の間に、当該介護老人保健施

設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

(10) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

  ① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を

目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組

み合わせたプログラムを週三日、実施することを標準とする。 

  ② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師

又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了

した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれ

ると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的

として、リハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示

を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士
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士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が

記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施

した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動

の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待でき

るものであること。 

  ③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医

を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了して

いること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、

認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練

等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されてお

り、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしい

と認められるものであること。 

  ④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等

が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。 

  ⑤  当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二〇分以上

当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間

が二〇分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。 

  ⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者は MMSE（Mini Mental 

State Examination）又は HDS―R（改訂長谷川式簡易知能評価スケー

ル）において概ね一五点～二五点に相当する者とする。 

  ⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練

評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 

  ⑧ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で

あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビ

リテーション加算を算定することができる。 

 

 

 

(11) 認知症ケア加算について 

  ① 注７において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動

が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは

「自立度判定基準」によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門

棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が

認めた者をいうものであること。 

  ② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を

等」という。）が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせた

プログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓

練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対し

て効果の期待できるものであること。 

 

  ③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医

師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了し

ていること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修

は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の

訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されて

おり、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわし

いと認められるものであること。 

  ④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等

が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。 

  ⑤  当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二〇分以上

当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間

が二〇分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。 

  ⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はＭＭＳＥ（Mini 

Mental State Examination）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能

評価スケール）において概ね五点～二五点に相当する者とする。 

  ⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練

評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 

  ⑧ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で

あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビ

リテーション加算を算定することができる。 

 ⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去三月の間に、当

該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できるこ

ととする。 

(11) 認知症ケア加算について 

  ① 注７において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動

が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門棟におい

て認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者

をいうものであること。 

  ② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を
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重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者

が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的

に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはい

わゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟

における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準と

する。 

   イ 日中については利用者一〇人に対し常時一人以上の介護職員又は

看護職員を配置すること。 

   ロ 夜間及び深夜については、二〇人に一人以上の看護職員又は介護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  ③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認

知症ケア加算は算定しない。 

 

 

(12) 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の(13)（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又

は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 

(13) 入所者が試行的退所したときの費用の算定について 

  ①  試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体

の状況に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについ

て医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支

援相談員、介護支援専門員等により、退所して、その居宅において療

養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

  ② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を

得た上で実施すること。 

  ③ 試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、介護

老人保健施設の介護支援専門員が、試行的退所サービスに係る居宅サ

ービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業

者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように

配慮した計画を作成すること。 

  ④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

   ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目

的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、

重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者

が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的

に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはい

わゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟

における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準と

する。 

   イ 日中については利用者一〇人に対し常時一人以上の介護職員又は

看護職員を配置すること。 

   ロ 夜間及び深夜については、二〇人に一人以上の看護職員又は介護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  ③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認

知症ケア加算は算定しない。 

(12) 若年性認知症入所者受入加算について 

   ２の(12)を準用する。 

(13) 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の(16)（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又

は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 
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排泄訓練の指導 

   ハ 家屋の改善の指導 

   ニ 当該入所者の介助方法の指導 

  ⑤ 試行的退所サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅

サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供す

ることとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象と

ならないこと。 

  ⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、

５の(13)の①及び②を準用する。一回の試行的退所サービス費が月を

またがる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とする。

  ⑦ 利用者の試行的退所期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベ

ッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合

において試行的退所サービス費を併せて算定することは可能であるこ

と。 

  ⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合において

は、介護老人保健施設で療養を続けることとなるが、居宅において療

養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビ

リ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援

を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14) ターミナルケア加算について 

   イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的知見

に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び

家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人

又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人

らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設

けたものである。 

   ロ ターミナルケア加算は、二十三号告示第四十三号に定める基準に

適合するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日

を含めて三〇日を上限として、老人保健施設において行ったターミ

ナルケアを評価するものである。 

     死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合に

は、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した

日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（した

がって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三〇日以上あっ

た場合には、ターミナルケア加算を算定することはできない。） 
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     ただし、介護保健施設サービス費(Ⅱ) 又は介護保健施設サービス

費(Ⅲ)を算定している場合にあっては、入所している施設または当

該入所者の居宅において死亡した場合のみ算定が可能であり、他の

医療機関等で死亡した場合にあっては、退所日以前も含め、算定で

きないものである。 

   ハ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可

能であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定すること

から、入所者側にとっては、当該施設に入所していない月について

も自己負担を請求されることになるため、入所者が退所する際、退

所の翌月に亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る

一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得

ておくことが必要である。 

   ニ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等

を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関わりの中

で、入所者の死亡を確認することが可能である。 

   ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるか

どうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。したが

って、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合を除く。）

には、当該外泊期間が死亡日以前三〇日の範囲内であれば、当該外

泊期間を除いた期間について、ターミナルケア加算の算定が可能で

ある。 

ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口

頭で同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録するとともに、

同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡

しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等

が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケアに

ついて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる

場合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。 

     この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保

されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人

の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

     なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて

重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったと
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(14) 初期加算について 

  ① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 

    初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「自立度判定基準」

によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とする。）

の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定

できることとする。 

    なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者

が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、

初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三〇日から控除

して得た日数に限り算定するものとする。 

  ② ５の(14)の①及び②は、この場合に準用する。 

(15) 退所時指導等加算について 

  ① 退所前後訪問指導加算 

   イ 退所前の訪問指導については、入所期間が一月を超えると見込ま

れる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問

して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中一回に限り加算

を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要が

あると認められる場合については、二回の訪問指導について加算が

行われるものであること。この場合にあっては、一回目の訪問指導

は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決

定に当たって行われるものであり、二回目の訪問指導は在宅療養に

向けた 終調整を目的として行われるものであること。 

   ロ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪

問日に算定すること。 

   ハ 退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものである

こと。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

    ｃ 死亡退所の場合 

しても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認し

ながらターミナルケアを進めていくことが重要である。 

   ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族

が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その

意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場

合の入所者については、注 11 に規定する措置の対象とする。 

(15) 初期加算について 

  ① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 

    初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間

に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定でき

ることとする。 

    なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者

が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、

初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三〇日から控除

して得た日数に限り算定するものとする。 

  ② ５の(17)の①及び②は、この場合に準用する。 

(16) 退所時指導等加算について 

  ① 退所前後訪問指導加算 

   イ 退所前の訪問指導については、入所期間が一月を超えると見込ま

れる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問

して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中一回に限り加算

を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要が

あると認められる場合については、二回の訪問指導について加算が

行われるものであること。この場合にあっては、一回目の訪問指導

は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決

定に当たって行われるものであり、二回目の訪問指導は在宅療養に

向けた 終調整を目的として行われるものであること。 

   ロ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪

問日に算定すること。 

   ハ 退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものである

こと。 

    ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

    ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

    ｃ 死亡退所の場合 
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ニ 退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。

ホ 退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこ

と。 

ヘ 退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を

診療録等に記載すること。 

  ② 退所時指導加算 

   イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。 

    ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導  

    ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓

練、排泄訓練の指導 

    ｃ 家屋の改善の指導  

    ｄ 退所する者の介助方法の指導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ①のハからヘまでは、退所時指導加算について準用する。 

ニ 退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

ホ 退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこ

と。 

ヘ 退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を

診療録等に記載すること。 

  ② 退所時指導加算 

   イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。 

    ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導  

    ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓

練、排泄訓練の指導 

    ｃ 家屋の改善の指導  

    ｄ 退所する者の介助方法の指導  

ロ 注２のロにより算定を行う場合には、以下の点に留意すること。 

       ａ 試行的退所を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照

らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて医師、

薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支援相

談員、介護支援専門員等により、退所して、その居宅において療

養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

    ｂ 当該入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を得た上

で実施すること。 

    ｃ  試行的退所中の入所者の状況の把握を行っている場合にあって

は、外泊時加算を併せて算定することが可能であること。 

ｄ 入所者の試行的退所期間中は、当該入所者の同意があり外泊時

加算を算定していない場合は、そのベッドを短期入所療養介護に

活用することが可能であること。 

ｅ 試行的退所期間中は、指定居宅サービス等の利用はできないこ

と。 

    ｆ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合にお

いては、介護老人保健施設で療養を続けることとなるが、居宅に

おいて療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に

向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うと

ともに適切な支援を行うこと。 

ハ ①のハからヘまでは、退所時指導加算について準用する。 
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  ③ 退所時情報提供加算 

   イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事

前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文書に必要な事項を記載の

上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写

しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結

果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退

所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

   ロ ①のハを準用する。 

  ④ 退所前連携加算 

   イ ５の(15)の③イ及びロを準用する。 

   ロ ①のハ及びニを準用する。 

  ⑤ 老人訪問看護指示加算  

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は別途通

知するところによるものとする。）に指示期間の記載がない場合は、

その指示期間は一月であるものとみなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者

又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差

し支えないこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。  

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステ

ーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧

に応じること。  

(16) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(16)を準用する。 

(17) 栄養管理体制加算 

   ５の(17)を準用する。 

(18) 栄養マネジメント加算 

   ５の(18)を準用する。 

(19) 経口移行加算 

   ５の(19)を準用する。 

(20) 経口維持加算 

   ５の(20)を準用する。 

 

 

  ③ 退所時情報提供加算 

   イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事

前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文書に必要な事項を記載の

上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写

しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結

果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退

所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

   ロ ①のハを準用する。 

  ④ 退所前連携加算 

   イ ５の(18)の③イ及びロを準用する。 

   ロ ①のハ及びニを準用する。 

  ⑤ 老人訪問看護指示加算  

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は別途通

知するところによるものとする。）に指示期間の記載がない場合は、

その指示期間は一月であるものとみなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。  

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者

又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差

し支えないこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。  

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステ

ーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧

に応じること。  

(17) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(19)を準用する。 

 

 

(18) 栄養マネジメント加算 

   ５の(20)を準用する。 

(19) 経口移行加算 

   ５の(21)を準用する。 

(20) 経口維持加算 

   ５の(22)を準用する。 

(21) 口腔機能維持管理加算 

   ５の(23)を準用する。 
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(21) 療養食加算 

   ２の(10)を準用する。 

(22) 在宅復帰支援機能加算 

   ５の(23)を準用する。 

(23) 緊急時施設療養費に関する事項 

   入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こう

した場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得な

い事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、こ

のような場合に行われる施設療養を評価するために設けられているこ

と。 

  ① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が

必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検

査、処置等が行われた場合に、一日につき五〇〇単位を算定するこ

と。 

ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限

り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定するこ

とは認められないものであること。  

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはでき

ないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。

ａ 意識障害又は昏睡 

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪  

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

ｄ ショック 

ｅ 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）  

ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの 

  ② 特定治療 

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により

行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

について、老人医科診療報酬点数表により算定する点数に一〇円

を乗じた額を算定すること。 

 

ロ 算定できないものは、二十三号告示第三十八号に示されているこ

(22) 療養食加算 

   ２の(13)を準用する。 

(23) 在宅復帰支援機能加算 

   ５の(26)を準用する。  

(24) 緊急時施設療養費に関する事項 

   入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こう

した場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得な

い事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、こ

のような場合に行われる施設療養を評価するために設けられているこ

と。 

  ① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が

必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検

査、処置等が行われた場合に、一日につき五〇〇単位を算定するこ

と。 

ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限

り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定するこ

とは認められないものであること。  

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはでき

ないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 

ａ 意識障害又は昏睡 

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪  

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

ｄ ショック 

ｅ 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）  

ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの 

  ② 特定治療 

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により

行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

について、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五

九号）別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に一〇円

を乗じた額を算定すること。 

ロ 算定できないものは、二十三号告示第四十五号に示されているこ
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と。 

ハ ロの具体的取扱いは、健康保険法（大正十一年法律第七十号）の

診療報酬点数表の取扱いの例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働

省告示第五九号）別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例による

こと。 

 (25) 認知症専門ケア加算について 

５の(28)を準用する。 

 (26) 認知症情報提供加算 

  ① 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは、脳血管疾患、アルツ

ハイマー病等、認知症の原因疾患が特定されたことをいう。 

  ② 「認知症のおそれがある」とは、ＭＭＳＥ（Mini Mental State 

Examination）において概ね二三点以下、又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川

式簡易知能評価スケール）において概ね二〇点以下といった認知機能

の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じている状態をいう。 

  ③ 「施設内での診断が困難」とは、介護老人保健施設の医師が、入所

者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況から、当該施設内で

の認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合を指すものであ

る。 

  ④ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人保健施

設内で行った検査結果、現在の処方等を示す文書をいう。 

  ⑤ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センターが一

定程度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件も満たす保険

医療機関をいう。 

   イ 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験（一〇年以上）

を有する医師がいること。 

   ロ コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）及び磁気共鳴画像検査（Ｍ

ＲＩ）の両方を有する、又は認知症疾患医療センターの運営事業実

施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知症疾患医療センター

に関する申請届出を都道府県若しくは政令指定都市にしている又は

明らかに申請の意思を示しかつ何らかの具体的な手続きを行ってい

ると都道府県若しくは政令指定都市が認めるもの。 

   ハ 併設の介護老人保健施設に認知症専門棟があること。 

⑥ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の鑑別診

断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うにつき必要な

医師が配置され、十分な体制が整備されている保険医療機関である。

ここでいう必要な医師の配置とは、専任の認知症疾患の鑑別診断等の
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７ 介護療養施設サービス 

(1)  療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、

認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲 

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費

については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料（入院診

療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務

等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであ

ること。 

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療

報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡

対策に係る費用分を除く。）及びおむつ代を含むものであること。 

(2) 診療録への記載 

指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険

の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護

保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄

には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定

の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記

載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備

考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等

で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に

係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるように

すること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録について

は、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。 

(3) 所定単位数の算定単位について 

指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス

専門医療を主たる業務とした一〇年以上の臨床経験を有する医師が一

名以上配置されていることをいい、十分な体制とは、血液検査、尿一

般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保するとと

もに、神経画像検査の体制として、ＣＴ又はＭＲＩを有していること

をいう。   

 (27) サービス提供体制強化加算について 

  ① ２の(16)①から④まで及び⑥を準用する。 

  ② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、

介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士とし

て勤務を行う職員を指すものとする。 

７ 介護療養施設サービス 

(1)  療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、

認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲 

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費

については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料（入院診

療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務

等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであ

ること。 

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療

報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡

対策に係る費用分を除く。）及びおむつ代を含むものであること。 

(2) 診療録への記載 

指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険

の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護

保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄

には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定

の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記

載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備

考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等

で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に

係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるように

すること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録について

は、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。 

(3) 所定単位数の算定単位について 

指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス
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費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種類を選定

し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできな

い。なお、一病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在

する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な

人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床（医療法等の

一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）附則第二条第三項

第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。）、老人性認知症疾患

療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に一種類を選定し

て届け出ること。 

(4) 「病棟」について 

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一

単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場

合であって、複数階（原則として二つの階）を一病棟として認めるこ

とは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、④の要件

を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。

② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間におけ

る適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合

的に判断した上で決定されるものであり、原則として六〇床以下を標

準とする。 

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、二以上の病棟に

分割した場合には、片方について一病棟として成り立たない、建物構

造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなさ

れることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認め

られるものであること。 

④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であ

るが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を

工夫すること。 

(5) 一〇〇床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について 

① 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）上の許可病床数（感染症病

床を除く。）が一〇〇床未満の病院においては、やむを得ない事情に

より配置されていた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準

欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り

扱うものとする。 

   イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

    ａ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に

費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種類を選定

し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできな

い。なお、一病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在

する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な

人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床（医療法等の

一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）附則第二条第三項

第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。）、老人性認知症疾患

療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に一種類を選定し

て届け出ること。 

(4) 「病棟」について 

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一

単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場

合であって、複数階（原則として二つの階）を一病棟として認めるこ

とは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、④の要件

を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。 

② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間におけ

る適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合

的に判断した上で決定されるものであり、原則として六〇床以下を標

準とする。 

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、二以上の病棟に

分割した場合には、片方について一病棟として成り立たない、建物構

造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなさ

れることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認め

られるものであること。 

④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であ

るが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を

工夫すること。 

(5) 一〇〇床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について 

① 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）上の許可病床数（感染症病

床を除く。）が一〇〇床未満の病院においては、やむを得ない事情に

より配置されていた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準

欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り

扱うものとする。 

   イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

    ａ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に
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は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利

用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算

定方法に従って減算され、 

    ｂ 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠

如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単

位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている

場合を除く。）。 

ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算さ

れる（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至ってい

る場合を除く。）。 

② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が一〇〇床未満の病

院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせな

くなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠如の場合を除

く。）については、①の例によるものとすること。 

(6) 看護職員の数の算定について 

   看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている

看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等（専ら、病院

全体の看護管理に従事する者をいう。）、当該医療機関附属の看護師養

成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護

職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中

央材料室勤務、集中治療室勤務、褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務

する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護

職員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算によ

る算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数を

もって看護職員の人員とすること。 

(7)  夜勤体制による減算及び加算の特例について 

    療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務

等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において

定めている（第七号イにおいて準用する第二号ロ(1)）ところであるが、

その取扱いについては、以下のとおりとすること。 

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単

位で職員数を届け出ること。 

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利

用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規

定する算定方法に従って減算され、 

    ｂ 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠

如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単

位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算

される（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っ

ている場合を除く。）。 

ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ

て減算される（ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに

至っている場合を除く。）。 

② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が一〇〇床未満の病

院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせな

くなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠如の場合を除

く。）については、①の例によるものとすること。 

(6) 看護職員の数の算定について 

   看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている

看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等（専ら、病院

全体の看護管理に従事する者をいう。）、当該医療機関附属の看護師養

成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護

職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中

央材料室勤務、集中治療室勤務、褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務

する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護

職員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算によ

る算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数を

もって看護職員の人員とすること。 

(7)  夜勤体制による減算及び加算の特例について 

    療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務

等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において

定めている（第七号イにおいて準用する第二号ロ(1)）ところであるが、

その取扱いについては、以下のとおりとすること。 

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単

位で職員数を届け出ること。 
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② 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、

当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小

数点第三位以下は切り捨てるものとする。 

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一月又は四週間の夜勤時

間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従

事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の

直近一月又は直近四週間の実績の平均値によって判断する。なお、届

出直後においては、当該病棟の直近三月間又は一二週間の実績の平均

値が要件を満たしていれば差し支えない。 

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」という。）

については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね二倍以内であること。

月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜

勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただ

し、一日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤

時間数が含まれる。 

⑤ 一日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当

する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算され

る。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた

夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとす

る。 

イ 前月において一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保さ

れるべき員数から一割を超えて不足していたこと。 

ロ 一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数

から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間（暦月）継続し

ていたこと。 

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を

一割以上上回っていたこと。 

ニ 月平均夜勤時間数の過去三月間（暦月）の平均が、夜勤職員基準

上の基準時間を超えていたこと。 

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定

しないものとする。 

⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を

置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであ

② 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、

当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小

数点第三位以下は切り捨てるものとする。 

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一月又は四週間の夜勤時

間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従

事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の

直近一月又は直近四週間の実績の平均値によって判断する。なお、届

出直後においては、当該病棟の直近三月間又は一二週間の実績の平均

値が要件を満たしていれば差し支えない。 

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」という。）

については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね二倍以内であること。

月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜

勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただ

し、一日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤

時間数が含まれる。 

⑤ 一日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当

する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算され

る。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた

夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとす

る。 

イ 前月において一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保さ

れるべき員数から一割を超えて不足していたこと。 

ロ 一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数

から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間（暦月）継続し

ていたこと。 

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を

一割以上上回っていたこと。 

ニ 月平均夜勤時間数の過去三月間（暦月）の平均が、夜勤職員基準

上の基準時間を超えていたこと。 

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定

しないものとする。 

⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を

置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであ
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ること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満

たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であ

っても施設利用者全員に対し減算が行われること。 

(8) 人員基準欠如による所定単位数の減算について 

   病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数

の減算の基準は、職員配置基準第十三号イ(2)において規定しているとこ

ろであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。 

  ① 指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職

員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない

場合は、他の職種の配置数とは関係なく、 

   イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー

ビス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは

(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単

位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。 

   ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて

得た単位数が算定される。 

  ② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員

数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介

護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単

位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。 

  ③ 介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における

看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定め

る員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以

下「正看比率」という。）が二割未満である場合は、 

   イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー

ビス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは

(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単

ること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満

たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であ

っても施設利用者全員に対し減算が行われること。 

(8) 人員基準欠如による所定単位数の減算について 

   病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数

の減算の基準は、職員配置基準第十三号イ(2)において規定しているとこ

ろであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。 

  ① 指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職

員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない

場合は、他の職種の配置数とは関係なく、 

   イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー

ビス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは

(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単

位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。 

   ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて

得た単位数が算定される。 

  ② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員

数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介

護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単

位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。 

  ③ 介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における

看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定め

る員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以

下「正看比率」という。）が二割未満である場合は、 

   イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サー

ビス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経

過型介護療養施設サービス費については、療養型介護療養施設サー

ビス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは

(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単
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位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。 

   ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費については、所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて

得た単位数が算定される。 

  ④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施

設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定

介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上

であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の

六割未満であるもの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け

出たものに限る。）においては、各類型の介護療養施設サービス費の

うち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除

して得た単位数が算定される。 

  ⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知

事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護

支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・

介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数

を満たしているが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定め

る員数の六割未満であるもの（正看比率は問わない）においては、療

養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施

設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の

(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サ

ービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定さ

れる。 

  ⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算

が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十

号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。

(9) 所定単位数を算定するための施設基準について 

   療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又

は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定す

るためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置される

ことのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

  ① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービ

ス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型

経過型介護療養施設サービス費（施設基準第四十一号において準用す

位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。 

   ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経

過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費については、所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて

得た単位数が算定される。 

  ④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施

設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定

介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上

であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の

六割未満であるもの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け

出たものに限る。）においては、各類型の介護療養施設サービス費の

うち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除

して得た単位数が算定される。 

  ⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知

事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護

支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・

介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数

を満たしているが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定め

る員数の六割未満であるもの（正看比率は問わない）においては、療

養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施

設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の

(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サ

ービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定さ

れる。 

  ⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算

が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十

号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。 

(9) 所定単位数を算定するための施設基準について 

   療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又

は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定す

るためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置される

ことのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

  ① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービ

ス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型

経過型介護療養施設サービス費（施設基準第五十二号において準用す
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る施設基準第八号ニからヘまで） 

   イ 看護職員の 少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について

は、一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・

六メートル）以上とする。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確

保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間

に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ニ 機能訓練室が内法による測定で四〇平方メートル以上の床面積を

る施設基準第十二号ニからヘまで） 

   イ 看護職員の 少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について

は、一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・

六メートル）以上とする。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ニ 機能訓練室が内法による測定で四〇平方メートル以上の床面積を
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有すること。 

   ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除

く。）。 

  ② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八

号チ及びリ） 

   イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書き

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ロ 入院患者一人につき、一平方メートル以上の広さを有する食堂、

有すること。 

   ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除

く。）。 

  ② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第五十二号において準用する施設基準第十

二号チ及びリ） 

   イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書の

場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とするこ

と。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を

前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ロ 入院患者一人につき、一平方メートル以上の広さを有する食堂、
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及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除

く。）。 

  ③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス

費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八号ルからワま

で） 

   イ 看護職員の 少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。 

    ａ 一の病室の病床数が四床以下であること。 

    ｂ 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上

であること。 

    ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側に

居室がある廊下については、二・七メートル）以上であること。

ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、

一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー

トル）以上とする。 

(10) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す

るための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類

型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員

又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置い

ていることが必要である（施設基準第四十一号）。 

(11) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職

員の人員基準欠如等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか

及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除

く。）。 

  ③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス

費（施設基準第五十二号において準用する施設基準第十二号ルからワ

まで） 

   イ 看護職員の 少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。 

    ａ 一の病室の病床数が四床以下であること。 

    ｂ 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上

であること。 

    ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側に

居室がある廊下については、二・七メートル）以上であること。

ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、

一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー

トル）以上とする。 

(10) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す

るための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類

型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員

又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置い

ていることが必要である（施設基準第五十二号）。 

(11) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職

員の人員基準欠如等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか
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一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いていな

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設

のユニット型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人

員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員

配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準

第十三号イ及びロ）。 

(12) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護療養施設サービス費は、施設基準第四十五号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第四十五号イに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ロ 施設基準第四十五号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ハ 施設基準第四十五号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第四

十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九

条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)又は第

四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の入院患者に

対して行われるものであること。 

   ニ 施設基準第四十五号ニに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号

イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第

三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)

又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正

省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いていな

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設

のユニット型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人

員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員

配置）を置いていない場合に行われるものであること（通所介護費等の

算定方法第十三号イ及びロ）。 

(12) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護療養施設サービス費は、施設基準第五十六号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第五十六号イに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ロ 施設基準第五十六号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ハ 施設基準第五十六号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第四

十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九

条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)又は第

四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の入院患者に

対して行われるものであること。 

   ニ 施設基準第五十六号ニに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号

イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第

三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)

又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正

省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含
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む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準個室」という。）の

入院患者に対して行われるものであること。 

  ② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療

養施設サービス費を算定するものとすること。 

(13) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(14) 身体拘束廃止未実施減算について 

   ５の(7)を準用する。 

(15) 療養環境減算の適用について 

  ① 病院療養病床療養環境減算の基準 

    病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法

による測定で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二

・七メートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第四十

三号において準用する施設基準第十二号） 

  ② 診療所療養病床設備基準減算の基準 

    診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定

で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二・七メート

ル）未満であること。（施設基準第四十四号において準用する施設基

準第十三号） 

  ③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 

    特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ

ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)又は

診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)を適用するものとすること。 

  ④ 病棟ごとの適用の原則 

    療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ

む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準個室」という。）の

入院患者に対して行われるものであること。 

  ② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療

養施設サービス費を算定するものとすること。 

(13) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(14) 身体拘束廃止未実施減算について 

   ５の(7)を準用する。 

(15) 療養環境減算の適用について 

  ① 病院療養病床療養環境減算の基準 

    病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法

による測定で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二

・七メートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第五十

四号において準用する施設基準第十六号） 

  ② 診療所療養病床設備基準減算の基準 

    診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定

で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二・七メート

ル）未満であること。（施設基準第五十五号において準用する施設基

準第十七号） 

  ③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 

    特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ

ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)又は

診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)を適用するものとすること。 

  ④ 病棟ごとの適用の原則 

    療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ
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り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一

施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。

 

 

(16) 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

    ６の(12)を準用する。 

(17) 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

   ６の(13)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一

施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。 

(16) 若年性認知症患者受入加算について 

   ２の(12)を準用する。 

(17) 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

    ６の(13)を準用する。 

(18) 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

  ①  試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体

の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるかどうかについ

て医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支

援相談員、介護支援専門員等により、退院して、その居宅において療

養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

  ② 当該入院患者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意

を得た上で実施すること。 

  ③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定

介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービスに係る

居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るように配慮した計画を作成すること。 

  ④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

   ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、

排泄訓練の指導 

   ハ 家屋の改善の指導 

   ニ 当該入院患者の介助方法の指導 

  ⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅

サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供す

ることとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象と

ならないこと。 

  ⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、

５の(16)の①及び②を準用する。一回の試行的退院サービス費が月を

またがる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とする。 

  ⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベ
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(18) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(16)を準用する。 

(19) 栄養管理体制加算 

   ５の(17)を準用する。 

(20) 栄養マネジメント加算 

   ５の(18)を準用する。 

(21) 経口移行加算 

   ５の(19)を準用する。 

(22) 経口維持加算 

   ５の(20)を準用する。 

 

 

(23) 療養食加算 

   ２の(10)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(24) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

  ① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷

病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす

る。 

  ② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療

ッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合

において試行的退院サービス費を併せて算定することは可能であるこ

と。 

  ⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合において

は、指定介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、居宅にお

いて療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けた

リハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切

な支援を行うこと。 

(19) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(19)を準用する。 

 

 

(20) 栄養マネジメント加算 

   ５の(20)を準用する。 

(21) 経口移行加算 

   ５の(21)を準用する。 

(22) 経口維持加算 

   ５の(22)を準用する。 

(23) 口腔機能維持管理加算 

   ５の(23)を準用する。 

(24) 療養食加算 

   ２の(13)を準用する。 

(25) 認知症専門ケア加算 

   ５の(28)を準用する。 

(26) サービス提供体制強化加算 

  ① ２の(16)①から④まで及び⑥を準用する。 

    ② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護

職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を

指すものとする。 

(27) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

  ① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷

病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす

る。 

  ② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療
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養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当

該他医療機関は当該費用を算定できない。 

  ③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼

科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対

し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜す

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診

療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に四日を限度

として所定単位数に代えて一日につき四四四単位を算定するものとす

る。 

    当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算

定できる。 

  ④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設

において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し

を添付する。 

  ⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

   ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある

と認められる。 

    (ｲ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の

場合 

    (ﾛ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の

場合 

    (ﾊ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等

の場合 

    (ﾆ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超

える場合 

    (ﾎ) (ｲ)から(ﾆ)までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対

養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当

該他医療機関は当該費用を算定できない。 

  ③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼

科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対

し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜す

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診

療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に四日を限度

として所定単位数に代えて一日につき三六二単位を算定するものとす

る。 

    当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算

定できる。 

  ④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設

において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し

を添付する。 

  ⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

   ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある

と認められる。 

    (ｲ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の

場合 

    (ﾛ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の

場合 

    (ﾊ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等

の場合 

    (ﾆ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超

える場合 

    (ﾎ) (ｲ)から(ﾆ)までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対
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して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。）

   イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

   ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

    (ｲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

    (ﾛ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持しているもの 

    (ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい

るもの 

(25) 初期加算について 

   ６の(14)を準用する。 

(26) 退院時指導等加算について 

   ６の(15)（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準

用する。 

(27) 在宅復帰支援機能加算 

    ５の(23)を準用する。 

(28) 特定診療費について 

   別途通知するところによるものとする。 

して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。） 

   イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

   ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。 

    (ｲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

    (ﾛ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持しているもの 

    (ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい

るもの 

(28) 初期加算について 

   ６の(15)を準用する。 

(29) 退院時指導等加算について 

   ６の(16)（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準

用する。 

(30) 在宅復帰支援機能加算 

    ５の(26)を準用する。 

(31) 特定診療費について 

   別途通知するところによるものとする。 
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別紙３ 

○  指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号 老振発第 0331005 号 老老発第 0331018 号 厚生労働省老健局計画課長、

振興課長、老人保健課長連名通知） 

改     正     前 改     正     後 

第一 届出手続きの運用 

１ 届出の受理 

(1)  届出書類の受取り 

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス

事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(2)  要件審査 

    届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を

求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は

除く。）。 

(3) 届出の受理 

   要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 

(4) 国保連合会等への通知 

   市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団

体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。 

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

    夜間対応型訪問介護又は認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知

症対応型通所介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増え

るものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、

届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ

れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 

第一 届出手続きの運用 

１ 届出の受理 

(1)  届出書類の受取り 

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス

事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(2)  要件審査 

    届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を

求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は

除く。）。 

(3) 届出の受理 

   要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 

(4) 国保連合会等への通知 

   市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団

体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。 

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

    夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症

対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多

機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増える

ものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、

届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ
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認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

  届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

  届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調

査を行うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届

出の取扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判

明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと

になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返

し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

 ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは

当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが

判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな

るので返還措置を講ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

  事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求

れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。ただし、平

成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出については、前記にか

かわらず、同年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

  届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

  届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調

査を行うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届

出の取扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判

明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと

になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返

し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 

 ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは

当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが

判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな

るので返還措置を講ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

  事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求
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となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(1) 算定上における端数処理について 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

   なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

(2) サービス種類相互の算定関係について 

   特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け

ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算

定しないものであること。 

   なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与

費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の

額は算定しないものであること。 

   また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、

となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(1) 算定上における端数処理について 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

   なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

(2) サービス種類相互の算定関係について 

   特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け

ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算

定しないものであること。 

   なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与

費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の

額は算定しないものであること。 

   また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、
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訪問サービスの所定単位数は算定できない。 

(3) 施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について 

   施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設サービス費の試行的退所

を算定した場合には、地域密着型サービスは算定できない。 

 

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

   利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時

間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同

一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

(5) 入所等の日数の数え方について 

  ① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退

所等した日の両方を含むものとする。 

  ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老

人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に

おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に

入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活

介護費は算定しない。 

  ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院

訪問サービスの所定単位数は算定できない。 

(3) 施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について 

   施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養

型医療施設の試行的退所を行っている場合には、地域密着型サービスは

算定できない。 

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

   利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時

間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同

一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

(5) 入所等の日数の数え方について 

  ① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退

所等した日の両方を含むものとする。 

  ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老

人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に

おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に

入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活

介護費は算定しない。 

  ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院
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したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定

されない。 

  ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の

基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七

号。以下「職員配置等基準」という。）の適用に関する平均利用者数

等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まない

ものとする。 

(6) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

  ① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護

給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利

用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の

未然防止を図るよう努めるものとする。 

  ② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって

は、小数点以下を切り上げるものとする。 

  ③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に

該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員

超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定

員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算

定される。 

  ④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して

は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指

定の取消しを検討するものとする。 

  ⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐

待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい

したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定

されない。 

  ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の

基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七

号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均

利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は

含まないものとする。 

(6) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

  ① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護

給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定

員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで

あるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超

過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

  ② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって

は、小数点以下を切り上げるものとする。 

  ③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用

の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ

いて、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常

の所定単位数が算定される。 

  ④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して

は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指

定の取消しを検討するものとする。 

  ⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐

待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい
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ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から

所定単位数の減算を行うものとする。 

(7) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

   暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

  ① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準

において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するため

の規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

 

  ② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切

り上げるものとする。 

  ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

   イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方

法に従って減算され、 

ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から

所定単位数の減算を行うものとする。 

(7) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

   暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

  ① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の

算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明ら

かにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保

するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるも

のとする。 

  ② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切

り上げるものとする。 

  ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

   イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算され、 
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ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数

が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される（ただし、

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。

 

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取

り扱うこととする。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を

除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門

員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者

が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同生活介

護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置して

いない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指

定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修

を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定認知

症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置

し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、

当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが

確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象と

しない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担

当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方

法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととす

る。 

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ

ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す

るものとする。 

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合

を除く。）。 

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取

り扱うこととする。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている

場合を除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支

援専門員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成

担当者が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同

生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配

置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、

研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに

配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行

い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了するこ

とが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対

象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作

成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算

定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこと

とする。 

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ

ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す

るものとする。 
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(9) 夜勤体制による減算について 

  ① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること

とする。 

   イ 夜勤時間帯（午後一〇時から翌日の午前五時までの時間を含めた

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合 

   ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が四日以上発生した場合 

  ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(8)

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

  ④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行

う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを

検討すること。 

(10) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 

   人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

   イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド

数の九〇％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数

で除して得た数とする。 

(9) 夜勤体制による減算について 

  ① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること

とする。 

   イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連

続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定する

ものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合 

   ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が四日以上発生した場合 

  ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(8)

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

  ④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行

う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを

検討すること。 

(10) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 

   人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

   イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド

数の九〇％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数

で除して得た数とする。 
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   ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の

延利用者数を延日数で除して得た数とする。 

(11) 厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定 

   夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬

を算定できることとしている。この取扱いについては、平成十八年度中

に厚生労働大臣の認定その他の手続き等について検討し、実際の認定手

続きを経た上で、平成十九年四月一日以降に算定する予定としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の

延利用者数を延日数で除して得た数とする。 

(11) 厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定 

   夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬

を算定できることとしている。この取扱いについては、厚生労働大臣が

認めた場合における夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護に

係る指定地域密着型サービスに要する費用の額（平成十九年厚生労働省

告示第二百十二号）に定めるとおりとする。 

 (12) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」

の活用について」（平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人

保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以

下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決

定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号にお

いて「判定結果」という。）を用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計

画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治

医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成十八年三月十

七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主

治医が記載した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主

治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見 (1) 日常生活の自

立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいう

ものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、 も新し

い判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が

得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施に

ついて」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(4) 認定調

査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

 (13) 栄養管理について 

   今回の改定では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい
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２ 夜間対応型訪問介護費 

(1) 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定 

   夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は、オペレーションセンターサービスに相

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪

問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ

ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一

回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型

訪問介護費(Ⅱ)は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので

ある。 

   オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪

問介護費(Ⅱ)を算定することとなり、設置する事業所については夜間対

応型訪問介護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択することができることとしている。

(2) 夜間対応型訪問介護計画上三級ヘルパーの派遣が予定されている場合

に三級ヘルパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取

扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応

じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた

栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところ

である。これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等

の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管

理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引

き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。 

２ 夜間対応型訪問介護費 

(1) 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定 

   夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は、オペレーションセンターサービスに相

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪

問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ

ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一

回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型

訪問介護費(Ⅱ)は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので

ある。 

   オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪

問介護費(Ⅱ)を算定することとなり、設置する事業所については夜間対

応型訪問介護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択することができることとしている。 

(2)  三級ヘルパーによる訪問介護の実施について 

 

 

① 三級ヘルパーにより提供された指定夜間対応型訪問介護について

は、平成二十一年三月三十一日をもって、原則として夜間対応型訪問

介護費の算定を行わないとしたところである。ただし、現に指定夜間

対応型訪問介護に従事している者については、 終的な周知及び円滑

な移行を図る観点から、介護福祉士の資格取得又は二級ヘルパー研修

等の受講をすべき旨を、指定夜間対応型訪問介護事業所が当該者に対

して通知した場合に限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、夜

間対応型訪問介護費の算定ができることとしたところである。従っ
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  夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパーが派遣されることとされてい

る場合に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の訪問介護員等が派遣

される場合については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位

数を算定すること。 

 

(3) 二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等 

   二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ

ービス費(Ⅱ)が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三

号）別表４の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月

以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て

行った場合を除き、随時訪問サービス費(Ⅱ)は算定されない。 

   派遣された二人の訪問介護員等がともにいわゆる三級ヘルパーである

場合には、所定単位数の一〇〇分の七〇に相当する単位数を算定する。

て、平成二十二年四月一日以降は、これらの通知を受けた者を含め、

三級ヘルパーによる夜間対応型訪問介護費の算定は行うことができ

なくなることに十分留意すること。 

② 厚生労働大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。以

下「二十三号告示」という。）第二十二号において準用する第一号及

び厚生労働大臣が定める基準（平成十二年厚生省告示第二十五号。以

下「二十五号告示」という。）第一号において「訪問介護員として雇

用」とあるのは、登録型の訪問介護員等として指定夜間対応型訪問介

護事業所に登録している場合を含むものとする。 

③ 三級ヘルパーに対して行う二十五号告示第一号の「通知」は必ずし

も書面による必要はなく、電子メール等によることも差し支えない

が、通知内容及び通知を行った事実について記録しなければならな

い。また、当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、該当

するすべての三級ヘルパーに対し、個別に行うことを要するものとす

る。なお、通知は原則として、平成二十一年四月末までに行うものと

する。 

④ 夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパーにより指定夜間対応型訪

問介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三

級ヘルパー以外の訪問介護員等により指定夜間対応型訪問介護が提

供される場合については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た

単位数を算定すること。 

(3) 二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等 

   二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ

ービス費(Ⅱ)が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三

号）別表４の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月

以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て

行った場合を除き、随時訪問サービス費(Ⅱ)は算定されない。 

   なお、二人の訪問介護員等がともにいわゆる三級ヘルパーである場合

には、所定単位数の一〇〇分の七〇に相当する単位数を算定する。 
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(4) 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合 

  ① 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合については、月途中から

の利用開始又は月途中での利用終了の場合であっても、基本夜間対応

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中

で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。 

  ② 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合については、月途中から

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り

計算して得た単位数を算定する。 

(5) 夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用 

  ① 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所を利用している者につ

いては、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は訪問介護サービスは出来高によ

る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介

護費の算定をともに行うことが可能である。 

  ② 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所においては、定期巡回

サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介

護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業

所における訪問介護費を算定することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合 

  ① 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合については、月途中から

の利用開始又は月途中での利用終了の場合であっても、基本夜間対応

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中

で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。 

  ② 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合については、月途中から

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り

計算して得た単位数を算定する。 

(5) 夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用 

  ① 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所を利用している者につ

いては、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は訪問介護サービスは出来高によ

る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介

護費の算定をともに行うことが可能である。 

  ② 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所においては、定期巡回

サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介

護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業

所における訪問介護費を算定することはできない。 

 (6)  二四時間通報対応加算の取扱い 

  ① 本加算は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密

着型サービス基準」という。）第五条第一項に規定するオペレーショ

ンセンターサービスを日中（八時から一八時までの時間帯を含む、当

該事業所の営業時間（指定地域密着型サービス基準第三十条第三号の

営業時間をいう。）以外の時間帯をいう。以下同じ。）において行う

場合、所定単位数を算定するものである。 

② なお、本加算は、夜間対応型訪問介護を利用している者であって、

日中においてもオペレーションセンターサービスの利用を希望する者

について算定するものとする。 

③ 本加算を算定する指定夜間対応型訪問介護事業所は、利用者からの

通報を受け、オペレーターが訪問が必要であると判断した場合は、指

定訪問介護事業所に情報提供を行うこととする。当該情報提供を受け

た指定訪問介護事業所は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定
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に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表１のイ、ロ及び

ハの注１３に規定する「当該利用者の居宅サービス計画において計画

的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」

の取扱いに従い、必要な指定訪問介護を行うこと。したがって、利用

者は、指定夜間対応型訪問介護事業所と連携体制をとっている指定訪

問介護事業所（複数の事業所と連携体制をとっている場合にあっては

その全ての事業所）と事前にサービスの利用に係る契約を締結してお

く必要があるものである。 

④ 本加算を算定する指定夜間対応型訪問介護事業所は、緊急の訪問が

必要と判断される場合において、対応が可能となるよう、指定訪問介

護事業所の具体的な対応体制について定期的に把握しておく必要があ

る。なお、この場合の指定訪問介護事業所については、複数でも差し

支えなく、また、同一法人の経営する事業所でも差し支えない。 

⑤ 本加算対象となる利用者については、夜間の同居家族等の状況の把

握に加え、日中の同居家族等の状況及び在宅サービスの利用状況等を

新たに把握すること。 

⑥ オペレーションセンターにおいては、利用者からの通報について、

対応日時、通報内容、具体的対応について記録すること。 

 (7) サービス提供体制強化加算の取扱い 

  ① 研修について 

訪問介護員等ごとの「研修計画」については、当該事業所における

サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施

のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個

別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を

策定しなければならない。 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項

の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等

の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提

供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならな

い。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はな

く、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。な

お、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事
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３ 認知症対応型通所介護費 

(1) 所要時間による区分の取扱い 

   所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対

応型通所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ

項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を

含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③  健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施すること

が義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等

も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により

実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっ

ては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画

されていることをもって足りるものとする。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年

度（三月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、平成二十一

年度の一年間においてはすべての事業所について、平成二十二年度以

降においては前年度の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開

始し、又は再開した事業所を含む。）についてのみ、届出日の属する

月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いること

とする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につ

いては、四月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各

月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者と

すること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、

直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな

ければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、

所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出

しなければならない。 

３ 認知症対応型通所介護費 

(1) 所要時間による区分の取扱い 

   所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対

応型通所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ

14



ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この

場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ

れるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」

サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない）。

また、ここでいう認知症対応型通所介護を行うのに要する時間には、送

迎に要する時間は含まれないものであること。 

   これに対して、認知症対応型通所介護計画上、六時間以上八時間未満

の認知症対応型通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況か

ら、五時間の認知症対応型通所介護を行った場合には、六時間以上八時

間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる。 

   なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位（指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省

令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第四十

二条に規定する指定認知症対応型通所介護の単位をいう。以下同じ。）

を行う事業所（指定地域密着型サービス基準第四十二条に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に限る）においては、利用

者が同一の日に複数の指定認知症対応型通所介護の単位を利用する場合

には、それぞれの認知症対応型通所介護の単位について所定単位数が算

定されること。 

(2) 二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合の取扱い 

   二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる

利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病

後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある

者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困

難な者（二十三号告示第二十一号）であること。なお、二時間以上三時

間未満の認知症対応型通所介護であっても、認知症対応型通所介護の本

来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓

練等が実施されるべきものであること。 

(3) 六時間以上八時間未満の認知症対応型通所介護の前後に連続して延長

サービスを行った場合の加算の取扱い 

   延長加算は、所要時間六時間以上八時間未満の認知症対応型通所介護

の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、二時間を限度

ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この

場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ

れるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」

サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない）。

また、ここでいう認知症対応型通所介護を行うのに要する時間には、送

迎に要する時間は含まれないものであること。 

   これに対して、認知症対応型通所介護計画上、六時間以上八時間未満

の認知症対応型通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況か

ら、五時間の認知症対応型通所介護を行った場合には、六時間以上八時

間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる。 

   なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位（指定地域密着型サー

ビス基準第四十二条に規定する指定認知症対応型通所介護の単位をい

う。以下同じ。）を行う事業所（指定地域密着型サービス基準第四十二

条に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に限る）

においては、利用者が同一の日に複数の指定認知症対応型通所介護の単

位を利用する場合には、それぞれの認知症対応型通所介護の単位につい

て所定単位数が算定されること。 

 

 

(2) 二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合の取扱い 

   二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる

利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病

後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある

者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困

難な者（二十三号告示第二十三号）であること。なお、二時間以上三時

間未満の認知症対応型通所介護であっても、認知症対応型通所介護の本

来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓

練等が実施されるべきものであること。 

(3) 六時間以上八時間未満の認知症対応型通所介護の前後に連続して延長

サービスを行った場合の加算の取扱い 

   延長加算は、所要時間六時間以上八時間未満の認知症対応型通所介護

の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、二時間を限度
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として算定されるものであり、例えば、 

  ① 八時間の認知症対応型通所介護の後に連続して二時間の延長サービ

スを行った場合 

  ② 八時間の認知症対応型通所介護の前に連続して一時間、後に連続し

て一時間、合計二時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の

延長サービスとして一〇〇単位が算定される。 

    また、当該加算は認知症対応型通所介護と延長サービスを通算した

時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、

  ③ 七時間の認知症対応型通所介護の後に連続して二時間の延長サービ

スを行った場合には、認知症対応型通所介護と延長サービスの通算時

間は九時間であり、一時間分（＝九時間－八時間）の延長サービスと

して五〇単位が算定される。 

    なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと

が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定

されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を

置いていること。 

(4) 個別機能訓練加算の取扱い 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

は、一日一二〇分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、

例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場

合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象となる。

ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定め

られ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。な

お、通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に

従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護

職員としての人員基準の算定に含めない。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、認知症対応型通所介護においては、個別機能訓練計画に相当す

として算定されるものであり、例えば、 

  ① 八時間の認知症対応型通所介護の後に連続して二時間の延長サービ

スを行った場合 

  ② 八時間の認知症対応型通所介護の前に連続して一時間、後に連続し

て一時間、合計二時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の

延長サービスとして一〇〇単位が算定される。 

    また、当該加算は認知症対応型通所介護と延長サービスを通算した

時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、 

  ③ 七時間の認知症対応型通所介護の後に連続して二時間の延長サービ

スを行った場合には、認知症対応型通所介護と延長サービスの通算時

間は九時間であり、一時間分（＝九時間－八時間）の延長サービスと

して五〇単位が算定される。 

    なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと

が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定

されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を

置いていること。 

(4) 個別機能訓練加算の取扱い 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

は、一日一二〇分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、

例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場

合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象となる。

ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定め

られ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。な

お、認知症対応型通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指

導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、認知症対応型通

所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、認知症対応型通所介護においては、個別機能訓練計画に相当す
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る内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三か月後に一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者によ

り閲覧が可能であるようにすること。 

(5) 入浴介助加算の取扱い 

   認知症対応型通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む

介助を行う場合について算定されるものである（二十三号告示第二十二

号）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助

のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため

に、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接

接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもので

あること。 

   また、認知症対応型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられてい

る場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について

は、加算を算定できない。 

 

 

 

(6) 栄養マネジメント加算の取扱い 

  ① 栄養マネジメント加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利

用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留

意すること。 

  ② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 

  ③ 栄養マネジメント加算を算定できる利用者は、ＢＭＩが標準を大き

く下回る者、体重の減少が認められる者、栄養面や食生活上に問題の

ある者など、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とするこ

と。 

 

 

 

る内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三か月後に一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者によ

り閲覧が可能であるようにすること。 

(5) 入浴介助加算の取扱い 

   認知症対応型通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む

介助を行う場合について算定されるものである（二十三号告示第二十四

号）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助

のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため

に、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接

接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもので

あること。 

   また、認知症対応型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられてい

る場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について

は、加算を算定できない。 

(6)  若年性認知症利用者受入加算 

   受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を

中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

(7) 栄養改善加算の取扱い 

  ① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意するこ

と。 

  ② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからニのいずれかに

該当する者など低栄養状態にある者又はそのおそれがある者であっ

て、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが一八・五未満である者 

ロ 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発〇六〇九〇〇一

厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの No.11
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  ④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経

てなされる。 

   イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

   ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者（以下「関連職種」という。）が暫定的に、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する

解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行

い、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解

決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべ

き事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケ

ア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその

家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護

においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護

計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成

の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が三・五 g/dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（七五％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのい

ずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 

     ・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔

機能に関連する（13）、(14)、(15)のいずれかの項目において

「１」に該当する者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連 

する（16）、(17)のいずれかの項目において「１」に該当する

者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）、

(19)、(20)のいずれかの項目において「１」に該当する者など

を含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）か

ら(25)の項目において、二項目以上「１」に該当する者などを

含む。） 

  ④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経

てなされる。 

   イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

   ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者（以下「関連職種」という。）が暫定的に、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する

解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行

い、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解

決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべ

き事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケ

ア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその

家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護

においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護

計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成
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に代えることができるものとすること。 

    ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サ

ービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点が

あれば直ちに当該計画を修正すること。 

   ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況

を検討し、概ね三か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評

価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者の主治の医師に

対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第 61 条において準用する第

20条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケ

ア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場

合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用

者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

  ⑤ 概ね三か月ごとの評価の結果、次のイからハのいずれかに該当する

者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、

栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議等を通じて認めら

れるものについては、引き続き算定することが可能であること。 

   イ ＢＭＩが概ね一八・五未満の者又はサービス提供期間中に、概ね

三％以上の体重減少が認められる者 

   ロ 健康診査等の結果が活用できる場合については、血清アルブミン

値三・五ｇ／dl 以下である者、活用できない場合については、管理

栄養士による情報収集の結果、家庭等における食事摂取に係る問題

が解決していないと認められる者 

   ハ 経腸栄養法又は静脈栄養法を行っている者であって、経口摂取へ

の移行の可能性がある者など、引き続き管理栄養士による栄養管理

が必要と認められる者 

(7)  口腔機能向上加算の取扱い 

  ① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに

留意すること。 

  ② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うもの

であること。 

  ③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、口腔清潔に問題のある者、

摂食・嚥下機能に問題のある者など、口腔機能向上サービスの提供が

に代えることができるものとすること。 

    ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サ

ービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点が

あれば直ちに当該計画を修正すること。 

   ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況

を検討し、概ね三か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評

価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者の主治の医師に

対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）第六十一条において準用

する第二十条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごと

の栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記

録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用

者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

  ⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当す

る者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことによ

り、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続

的に栄養改善サービスを提供する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  口腔機能向上加算の取扱い 

  ① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに

留意すること。 

  ② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うもの

であること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいず

れかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認
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必要と認められる者とすること。なお、利用者の口腔の状態によって

は、口腔機能向上サービスによるよりも、医療における対応がより適

切である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、ケアマ

ネジャーを通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨

などの適切な措置を講じることとし、その場合については、加算は算

定できないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順

を経てなされる。 

   イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

   ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」という。）が利用者

ごとの口腔清潔、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を

行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能

改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導

計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介

護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症

対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔

機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

   ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者ごと

に口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善計

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれ

かの項目において「１」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、（14）、（15）

の三項目のうち、二項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、口腔機能向上サービスによるより

も、医療における対応がより適切である場合も想定されることから、

必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師へ

の情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、

歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該

当する場合にあっては、加算は算定できない。 

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算

定している場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算

定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとし

て「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行ってい

ない場合 

  ⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順

を経てなされる。 

   イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

   ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」という。）が利用者

ごとの口腔清潔、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を

行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能

改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導

計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介

護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症

対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔

機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

   ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者ごと

に口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善計

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 
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   ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、概ね三か月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、

その結果を担当居宅介護支援員や主治の医師、主治の歯科医師に対

して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準第 61 条において準用する第 20 条に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの口腔機能改善管理計画に従い言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場

合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の

口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

  ⑤ 概ね三か月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する者

であって、継続的に歯科衛生士等がサービス提供を行うことにより、

口腔機能の向上の効果が期待できるとサービス担当者会議等を通じて

認められるものについては、引き続き算定することが可能であること。

   イ 反復唾液嚥下テストが三回未満など、嚥下が困難と認められる状

態の者 

   ロ 上肢機能に障害があるなど利用者本人による口腔清掃が困難であ

り、かつ、利用者を日常的に介護している家族、訪問介護員等に対

する指導も不十分であることなどから、口腔衛生上の問題を有する

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、そ

の結果を担当居宅介護支援員や主治の医師、主治の歯科医師に対し

て情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準第六十一条において準用する第二十条に規定するサービスの提供

の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理計画に従い言語聴覚

士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録す

る場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用

者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

  ⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する者で

あって、継続的に歯科衛生士等がサービス提供を行うことにより、口

腔機能の向上の効果が期待できると認められるものについては、継続

的に口腔機能向上サービスを提供する。 

   イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下

が認められる状態の者 

   ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下す

るおそれのある者 

 

 

(9)  サービス提供体制強化加算の取扱い 

① ２(7)④及び⑤を準用する。 

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうもの

とする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の

者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である

者をいう。 

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を

含めることができるものとする。 

④ 指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活

相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職

員を指すものとする。 

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行

っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 
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(8) 人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型通所介護 

   指定地域密着型サービス基準第四十二条又は第四十五条に定める員数

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応

型通所介護については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位

数を算定するものとする（厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看

護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生

省告示第二十七号。以下「職員配置等基準」という。）第六号ロ及びハ）。

従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。

ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの

とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情

がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

４ 小規模多機能型居宅介護費 

 

  小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算

定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。 

  これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」と

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。 

  制度上は週一回程度の利用でも所定点数の算定は可能ではあるが、利用

者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営

推進会議に通いサービス等の回数等を報告し、適切なサービス提供である

かどうかの評価を受けることが必要となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型通所介護 

   指定地域密着型サービス基準第四十二条又は第四十五条に定める員数

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応

型通所介護については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位

数を算定するものとする（通所介護費等の算定方法第六号ロ及びハ）。

従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。

ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの

とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情

がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

 

４ 小規模多機能型居宅介護費 

 (1)  基本報酬の算定について 

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算

定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。 

  これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」と

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。 

 

 

 

 

(2)  サービス提供が過少である場合の減算について 

  ① 「利用者一人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまで

の方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数

に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、七を乗ずるこ

とによって算定するものとする。 

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規
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模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居

宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供回数

を合算し、また、指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模

多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算を行うこと。 

   イ 通いサービス 

     一人の登録者が一日に複数回通いサービスを利用する場合にあっ

ては、複数回の算定を可能とする。 

   ロ 訪問サービス 

         一回の訪問を一回のサービス提供として算定すること。なお、指

定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られない

ため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合で

も、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

     ハ 宿泊サービス 

宿泊サービスについては、一泊を一回として算定すること。ただ

し、通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞ

れを一回とし、計二回として算定すること。 

  ② 登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用

開始日の前日以前又は利用終了日の翌日以降の日数については、①の

日数の算定の際に控除するものとすること。登録者が入院した場合の

入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いとす

る。 

 ③ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合に

は、事業所に対し適切なサービスの提供を指導するものとする。 

(3)  認知症加算の取扱い 

  ① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとする。 

  ② 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」

とは、日常生活自立度のランクⅡに該当する者を指すものとする。 

 (4) 事業開始時支援加算の取扱い 

  ① 「事業開始」とは、指定日（指定の効力が発生する日をいう。）の

属する月をいうものとする。 

  ② 注１及び２における「登録者の数」とは、指定小規模多機能型居宅

介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数
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５ 認知症対応型共同生活介護費 

(1) 短期利用共同生活介護費について 

   短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平

成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第十八号

に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所において

算定できるものである。 

   同号ロ(2)の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定

認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対

応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、

短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。 

    同号ロ(5)に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分

な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門

課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。 

   なお、認知症対応型共同生活介護の短期利用については、昨年より構

造改革特区において行われてきたところであるが、認定特区計画に掲げ

られた事業所であって、本事業を開始していると認められるものについ

ては、事業の継続が円滑に行われるよう措置することとする。具体的に

は、本年三月末までに、実際の利用者の有無に関わらず、利用料金を明

らかにするなど本事業を開始していると認められるものであれば、本年

四月以降、同号ロ(2)の三年経過要件は不問とし、同号ロ(5)の研修要件

を合算した数をいう。 

  ③ 算定月までの間百分の八十に満たないとは、算定月の末日時点にお

いて、百分の八十以上となっていないことをいうものである。 

  ③ 登録者の数が過去に一度でも登録定員の百分の八十以上となったこ

とのある事業所については、その後百分の八十を下回った場合であっ

ても、当該加算の算定はできないものである。 

④ 当該加算は、区分支給限度額から控除するものである。 

 (5)  サービス提供体制加算の取扱い 

  ① ２(7)①、②、④及び⑤並びに３(9)②、③及び⑤を準用すること。 

② なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算に

あっては、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必

要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）

に従事している時間を用いても差し支えない。 

５ 認知症対応型共同生活介護費 

(1) 短期利用共同生活介護費について 

   短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平

成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第二十五

号に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て算定できるものである。 

   同号ロ(2)の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定

認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対

応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、

短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。 

    同号ロ(5)に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分

な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門

課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。 
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については一年以内の間に受講すればよいこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  夜間ケア加算について 

   当該加算は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の一の共同生活住

居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて一の介護従業者を配置してい

る場合において、それに加えて常勤換算方法で一以上の介護従業者を配

置した場合に算定するものとすること。ただし、全ての開所日において、

夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとす

る。 

(3)  認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

   ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に

伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急

に短期利用共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であっ

て、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家

族の同意の上、指定認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合

に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次

の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用共同生活介護ではなく、医療機関における対応が

必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の

紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取

り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用共同生活介護の利用を開始した場

合には、当該加算は算定できないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所

中の者 

c  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及

び短期利用共同生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく

こと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当た

っての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行

動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期利用共同
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生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

(4)  若年性認知症利用者受入加算について 

   ３の(6)を準用する。 

(5)  看取り介護加算について 

  ① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基

づき回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又

はその家族に対して説明し、その後の療養方針についての合意を得た

場合において、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又

はその家族に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を

しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援すること

を主眼として設けたものである。 

② 看取り介護加算は、二十三号告示第二十六号に定める基準に適合す

る看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて三〇

日を上限として、指定認知症対応型共同生活介護事業所において行っ

た看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入

院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該指定認

知症対応型共同生活介護事業所において看取り介護を直接行っていな

い退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。

（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が三〇日以上

あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

③ 指定認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月

が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまと

めて算定することから、利用者側にとっては、事業所に入居していな

い月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居

等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加

算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同

意を得ておくことが必要である。 

④ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して

利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必

要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの

中で、利用者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機

関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対し

て本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本人又は家族に対
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(2) 初期加算について 

   初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「「認知症老人高齢

者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成五年十月二十六

日老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基

準」という。）によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一

月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算

定できることとする。 

(3) 医療連携体制加算について 

   医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する

して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭

で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断ができる状態になく、かつ、家族に連絡し

ても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利

用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について相談

し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り

介護加算の算定は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される

よう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本

人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった

旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重

要であり、事業所としては、一度連絡を取って来てくれなかったとし

ても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しなが

ら介護を進めていくことが重要である。 

  ⑥ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、一月に

二人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ま

しくないものであること。 

(6) 初期加算について 

   初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度のラ

ンクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間に、

当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。 

 

 

 

(7) 医療連携体制加算について 

   医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する
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ものである。 

    したがって、 

  ① 利用者の状態の判断や、指定認知症対応型共同生活介護事業所の介

護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加

算は認められない。 

  ② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。

  ③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし

ては、 

   ・利用者に対する日常的な健康管理 

   ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と

の連絡・調整 

   ・看取りに関する指針の整備 

   等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保

することが必要である。 

   なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期にお

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する

指針、などが考えられる。 

   また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーシ

ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ

ることについては、これまでと変わらないものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものである。 

    したがって、 

  ① 利用者の状態の判断や、指定認知症対応型共同生活介護事業所の介

護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加

算は認められない。 

  ② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。 

  ③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし

ては、 

   ・利用者に対する日常的な健康管理 

   ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と

の連絡・調整 

   ・看取りに関する指針の整備 

   等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保

することが必要である。 

   なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期にお

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する

指針、などが考えられる。 

   また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーシ

ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ

ることについては、これまでと変わらないものである。 

 (8)  退居時相談援助加算について 

  ① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

   ａ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

   ｂ 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目

的として行う各種訓練等に関する相談援助 

   ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

   ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

  ② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであるこ
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６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

(1) その他の居宅サービスの利用について 

   地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー

ビスの利用については、地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定し

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理

と。 

   ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合  

   ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応

型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、特定施

設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を

開始する場合 

   ｃ 死亡退居の場合  

  ③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職

員等が協力して行うこと。 

  ④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

  ⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援

助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 (9)  認知症専門ケア加算について 

  ① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

  ② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」（平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇

一〇号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業

の円滑な運営について」（平成十八年三月三十一日老計第〇三三一〇

〇七号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダ

ー研修」を指すものとする。 

  ③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践

者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の

円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すも

のとする。 

 (10) サービス提供体制強化加算について 

  ① ２(7)④及び⑤、３(9)②、③及び⑤並びに４(5)②を準用すること。 

  ② 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、

介護従業者として勤務を行う職員を指すものとする。 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

(1) その他の居宅サービスの利用について 

   地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー

ビスの利用については、地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定し

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理
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指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ

スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算

定できない。 

   また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委

託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ

ることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令

を行えることが必要である。 

(2) 個別機能訓練加算について 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練

計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが

できるものとすること。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ

スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算

定できない。 

   また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委

託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ

ることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令

を行えることが必要である。 

(2) 個別機能訓練加算について 

  ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ

いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練

計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが

できるものとすること。 

  ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

  ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、
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利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 夜間看護体制加算について 

   夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。 

   「二四時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを

要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に

は地域密着型特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも

のである。具体的には、 

  ① 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい

ること。 

  ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような

利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

(3)  医療機関連携加算について 

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号において

「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以下この号にお

いて「情報提供日」という。）前三十日以内において、地域密着型特

定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算

定できないものとする。 

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及

び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容

について定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提

供することを妨げるものではない。 

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間にお

いて、指定地域密着型サービス基準第百二十二条に基づき、利用者ご

とに健康の状況について随時記録すること。 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを

含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機

関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した

場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

(4) 夜間看護体制加算について 

   夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。 

   「二四時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを

要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に

は地域密着型特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも

のである。具体的には、 

  ① 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい

ること。 

  ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような
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ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

  ③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②

の取り決めが周知されていること。 

  ④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な

る場合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行う

とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

７ 地域密着型介護福祉施設サービス費 

(1)  所定単位数を算定するための施設基準について 

   地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で

あること（施設基準第二十一号）。 

(2) 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数

を算定するための施設基準等について 

   一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護

職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ

ること（施設基準第二十一号）。 

   また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている

ことが必要であること（夜勤職員基準第四号）。 

    また、施設基準第二十一号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではない。 

(3) 地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

   地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十二号に規定す

る基準に従い、以下の通り、算定すること。 

  イ 施設基準第二十二号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス

費 

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

  ③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、①

及び②の内容が周知されていること。 

  ④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な

る場合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行う

とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

７ 地域密着型介護福祉施設サービス費 

(1)  所定単位数を算定するための施設基準について 

   地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で

あること（施設基準第二十九号）。 

(2) 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数

を算定するための施設基準等について 

   一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護

職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ

ること（施設基準第二十九号）。 

   また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている

ことが必要であること（夜勤職員基準第四号）。 

    また、施設基準第二十九号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した

取扱いが行われるものではない。 

(3) 地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

   地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第三十号に規定する

基準に従い、以下の通り、算定すること。 

  イ 施設基準第三十号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス費 

 

32



    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対

して行われるものであること。 

  ロ 施設基準第二十二号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス

費 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対

して行われるものであること。 

  ハ 施設基準第二十二号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス

費 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十四号。以下「指定基準」という。）第百六十条第

一項第一号イ(3)(ⅰ)（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット

型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

  ニ 施設基準第二十二号ニに規定する地域密着型介護福祉施設サービス

費 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定

基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

同(ⅰ)（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と

いう。）の入居者に対して行われるものであること。 

(4) やむを得ない措置等による定員の超過 

   原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな

り、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することと

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗

じて得た数（入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一〇〇分の一

〇五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（職員配置

等基準第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例

的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある

こと。 

  ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対

して行われるものであること。 

  ロ 施設基準第三十号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス費 

 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対

して行われるものであること。 

  ハ 施設基準第三十号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス費 

 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十四号。以下「指定基準」という。）第百六十条第

一項第一号イ(3)(ⅰ)（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット

型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

  ニ 施設基準第三十号ニに規定する地域密着型介護福祉施設サービス費 

 

    地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定

基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

同(ⅰ)（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と

いう。）の入居者に対して行われるものであること。 

(4) やむを得ない措置等による定員の超過 

   原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな

り、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することと

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗

じて得た数（入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一〇〇分の一

〇五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（通所介護

費等の算定方法第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的

かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必

要があること。 

  ① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置

33



による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ

た措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施設において空床利用

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを

得ず入所定員を超える場合 

  ② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。） 

  ③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが

見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の

入所定員を超過する場合 

(5) 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又

は看護職員の人員基準欠如等 

   一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所

定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである

こと（職員配置等基準第十号ロ及びハ）。 

   なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。

   また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ

た措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施設において空床利用

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを

得ず入所定員を超える場合 

  ② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。） 

  ③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが

見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の

入所定員を超過する場合 

(5) 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又

は看護職員の人員基準欠如等 

   一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所

定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである

こと（通所介護費等の算定方法第十号ロ及びハ）。 

   なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。 

   また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制
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の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行

われることとなる（夜勤職員基準第四号）。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を

除く。） 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 

   身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ

れていた場合ではなく、指定基準第百十八条第五項又は第百六十一条第

五項の記録（指定基準第百十八条第四項又は第百六十一条第五項に規定

する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員

について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っ

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、

事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの

間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

(8) 重度化対応加算について 

   注５の重度化対応加算は、施設基準第二十四号において定める基準に

適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算定されるが、その

取扱いについては、以下のとおりとすること。 

  イ 「二四時間連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもので

はなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設から

の緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、

   ① 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜

間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指

針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

   ② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看

護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ

と。 

   ③ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決めが

周知されていること。 

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行

われることとなる（夜勤職員基準第四号）。 

(6) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を

除く。） 

(7) 身体拘束廃止未実施減算について 

   身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ

れていた場合ではなく、指定基準第百十八条第五項又は第百六十一条第

五項の記録（指定基準第百十八条第四項又は第百六十一条第五項に規定

する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員

について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っ

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、

事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの

間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 
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   ④ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、

電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

   といった体制を整備することを想定している。 

  ロ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援

専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められている

ことが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、プロセス毎）

の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、

医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意

思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。 

  ハ 重度化対応加算を算定している介護老人福祉施設においては、常時

継続的に医学的な管理が必要と医師が認めた者の受入まで求めるもの

ではないが、軽度の医療ニーズがある者（例えば胃ろうの者等）の受

入を正当な理由なく断らないことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  日常生活継続支援加算について 

  ① 注５の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の

入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を

手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常

生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ

る。 

② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 

③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれの

ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症

の入所者の割合については、届出日前三月間について算出すること。

また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間のこ

れらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これ

らの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った

場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出す

る際の入所者数については、第二の１(8)②を準用すること。また、介

護福祉士の員数については、届出日前三月間における員数の平均を、

常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなけ
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ればならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月におい

て直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが

必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに第一の５

の届出を提出しなければならない。 

なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資格を取

得している者とすること。 

⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、レのサービス提供体制強化加

算は算定できない。 

(9)  看護体制加算について 

  ① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入

所生活介護事業所とは別に、それぞれ必要な数の看護職員を配置する

必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 

イ 看護体制加算(Ⅰ)については、併設の指定短期入所生活介護事業

所における看護師の配置にかかわらず、指定地域密着型介護老人福

祉施設として別に一名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算

定が可能である。 

ロ 看護体制加算(Ⅱ)については、併設の指定短期入所生活介護事業

所における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の指定地域密着

型介護老人福祉施設における勤務時間を当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤務すべき時間数が三二時間

を下回る場合は三二時間を基本とする。）で除した数が、入所者の

数が二五又はその端数を増すごとに一以上となる場合に算定が可能

である。 

   ② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っ

ている場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者と

指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として

取り扱い、一体的に加算を行うこと。 

   ③ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)

ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが可能で

ある。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)イ又はロにおいて加算

の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(Ⅱ)イ又はロに

おける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

   ④ 「二四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもの

ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設か

らの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、 
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    イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜

間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指

針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

    ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看

護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ

と。 

    ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容

が周知されていること。 

    ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、

電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

    といった体制を整備することを想定している。 

(10) 夜勤職員配置加算について 

① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時まで

の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数を、

当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小

数点第三位以下は切り捨てるものとする。 

② 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、当該

施設のユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加

算の算定の可否を判断することとし、ユニット部分において加算の算

定基準を満たした場合にはユニット部分の入所者について夜勤職員配

置加算（Ⅱ）イ又はロを、ユニット部分以外の部分において加算の算

定基準を満たした場合には当該部分の入所者について夜勤職員配置加

算（Ⅰ）イ又はロを、それぞれ算定することとする。 

③ 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老

人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあ

っては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定地域密着型介護老人

福祉施設の入所者数を合算した人数を指定地域密着型介護老人福祉施

設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上

回って配置した場合に、加算を行う。 

④ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設及び一部ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設のユニット部分にあっては、増配した

夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はない
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